
1

「
神
」
を
宿
す
「
天
皇
制
国
民
主

）
1
（権

」
の
現
在

│
│  「
日
本
ス
ペ
イ
ン
交
流
四
〇
〇
周
年
比
較
憲
法
セ
ミ
ナ
ー
」
に
際
し
て
考
え
た
君
主
制
論
│
│

川　

畑　

博　

昭

は
じ
め
に
─
─
「
日
本
ス
ペ
イ
ン
交
流
四
〇
〇
周
年
」
と
「
君
主
制
」

　

か
つ
て
社
会
学
の
碩
学
が
「
自
明
性
の
罠
か
ら
の
解
放
」
と
表
現
し
た
よ
う

）
2
（

に
、「
自
明
の
現
実
」
を
疑
う
眼
は
、
何
ら
か
の
方
法
で

「
自
明
で
な
い
現
実
」
に
ふ
れ
る
こ
と
で
、
獲
得
し
て
い
く
ほ
か
な
い
。
二
〇
一
三
年
に
日
本
と
ス
ペ
イ
ン
の
両
国
の
メ
デ
ィ
ア
に
し
ば

し
ば
登
場
し
た
「
天
皇
」
や
「
国
王
」
を
め
ぐ
る
「
君
主
制
」
の
テ
ー
マ
は
、
こ
う
し
た
思
考
の
実
験
に
は
格
好
の
素
材
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
二
〇
一
三
年
と
二
〇
一
四
年
の
二
年
間
が
「
日
本
ス
ペ
イ
ン
交
流
四
〇
〇
周
年
（AÑ

O
 D

UAL 
ESPAÑ

A ‒ JAPÓ
N
 400 AÑ

O
S D

E RELACIO
N
ES

）」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
を
う
け
て
、
二
〇
一
三
年
一
一
月
一
一
日
に
マ

ド
リ
ッ
ド
の
ス
ペ
イ
ン
上
院
を
会
場
に
、「
比
較
憲
法
セ
ミ
ナ
ー 

日
本
の
君
主
制
と
ス
ペ
イ
ン
の
君
主
制
│
│
上
院
の
役
割
（La 

M
onarquía Japonesa y La M

onarquía Española: el Papel del Senado

）」
が
開
催
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。「
四
〇
〇
年
の
交

流
」
を
か
え
り
み
る
一
つ
の
テ
ー
マ
と
し
て
「
君
主
制
」
に
目
が
向
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
両
国
が
「
遭
遇
」
か
ら
四
世
紀
後
の
今
日
に
至

る
ま
で
、「
天
皇
（Tennō

）」
と
「
国
王
（Rey

）」
の
地
位
（figura

）
を
│
│
「
近
代
憲
法
」
に
よ
っ
て
「
再
定
位
」
さ
れ
つ
つ

）
3
（

も
│
│

同
一
の
名
称
で
〝
維
持
”
し
て
き
た
国
々
だ
け

）
4
（

に
、
一
つ
の
憲
法
制
度
の
歴
史
的
性
格
を
再
考
す
る
意
味
で
、
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
比
較
憲
法
セ
ミ
ナ
ー
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
国
際
政
治
学
研
究
所
（Instituto Internacional de Ciencias Políticas

）
が
主
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催
）
5
（

し
、
上
院
の
協
力
の
下
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
ス
ペ
イ
ン
側
か
ら
は
、
元
憲
法
裁
判
所
判
事
、
憲
法
学
者
、
憲
法
を
専
門
と
す
る
国
会
議

員
等
が
報
告
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
比
較
憲
法
学
か
ら
の
活
発
な
論
議
が
期
待
さ
れ
た
が
、
地
理
的
・
言
語
的
・
財
政
的
制
約
ゆ
え

に
、
日
本
か
ら
は
、
ス
ペ
イ
ン
駐
箚
日
本
国
大
使
と
マ
ド
リ
ッ
ド
自
治
大
学
の
日
本
語
教
員
に
筆
者
を
加
え
た
、
三
名
が
参
加
し
た
の
み

で
あ
っ
た
。
各
講
演
者
の
報
告
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

国
際
政
治
学
研
究
所

　

比
較
憲
法
セ
ミ
ナ
ー
「
日
本
の
君
主
制
と
ス
ペ
イ
ン
の
君
主
制
│
│
上
院
の
役
割
」

　

日
時　

二
〇
一
三
年
一
一
月
一
一
日
一
二
時

　

場
所　

上
院
議
事
堂
「
ク
ラ
ラ
・
カ
ン
ポ
ア
モ
ー
ル
」
の
間

　

・
フ
ァ
ン
・
ホ
セ
・
ル
カ
ス
・
ヒ
メ
ネ
ス
（
上
院
第
一
副
議
長
）
開
会
の
辞

　

・
マ
ヌ
エ
ル
・
バ
ラ
ー
ド
・
ル
イ
ス‒
ガ
リ
ェ
ゴ
（
国
際
政
治
学
研
究
所
長
）
司
会
、
講
演
者
紹
介

　
　
【「
国
家
の
連
続
性
と
民
主
的
刷
新
」】

　
（
講
演
者
）

　

①
佐
藤 

悟
（
ス
ペ
イ
ン
駐
箚
日
本
国
特
命
全
権
大
使
）

　
　
「
日
本
ス
ペ
イ
ン
関
係
」【「
ス
ペ
イ
ン
王
国
に
お
け
る
日
本
国
大
使
講
演
】

　

②
マ
ヌ
エ
ル
・
ア
ラ
ゴ
ン
・
レ
イ
ェ
ス
（
元
憲
法
裁
判
所
裁
判
官
名
誉
判
事
、
マ
ド
リ
ッ
ド
自
治
大
学
憲
法
学
教
授
、
国
際
政
治
学
研

究
所
科
学
評
議
員
）

　
　
「
一
九
七
八
年
憲
法
に
お
け
る
君
主
制
」【「
ス
ペ
イ
ン
憲
法
に
お
け
る
君
主
制
」】

　

③
ジ
ョ
ル
デ
ィ
・
ジ
ャ
ネ
ッ
・
イ
・
グ
ア
シ
ュ
（
下
院
第
四
副
議
長
、
国
際
政
治
学
研
究
所
科
学
評
議
員
）

　
　
「
君
主
制
と
議
会
│
│
情
報
公
開
法
と
憲
法
第
Ⅱ
部
の
改
正
」



〔比較憲法セミナー・プログラム〕

「神」を宿す「天皇制国民主権」の現在
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④
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ロ
ビ
ー
ラ
・
ビ
ニ
ャ
ス
（
マ
ド
リ
ッ
ド
自
治
大
学
憲
法
学
教
授
、
国
際
政
治
学
研
究
所
科
学
評
議
員
）

　
　
「
国
家
形
態
と
し
て
の
君
主
制
」【「
君
主
制
か
共
和
制
か
？
」】

　

⑤
高
木
香
世
子
（
マ
ド
リ
ッ
ド
自
治
大
学
日
本
語
・
日
本
文
学
教
授
、
国
際
政
治
学
研
究
所
科
学
評
議
員
）

　
　
「
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
日
本
研
究
」

　

⑥
川
畑
博
昭
（
日
本
・
愛
知
県
立
大
学
憲
法
学
准
教
授
、
国
際
政
治
学
研
究
所
科
学
評
議
員
）

　
　
「
一
九
四
七
年
憲
法
に
お
け
る
日
本
の
君
主
制
」

　

⑦
ヨ
ラ
ン
ダ
・
ビ
セ
ン
テ
（
上
院
第
二
副
議
長
、
国
際
政
治
学
研
究
所
科
学
評
議
員
）

　
　
「
ス
ペ
イ
ン
上
院
と
日
本
の
参
議
院
」

一　

ス
ペ
イ
ン
と
日
本
の
現
代
君
主
制
の
位
相
─
─
い
く
つ
か
の
事
例
か
ら

（
一
）
王
室
と
皇
室
を
め
ぐ
る
現
在
の
問
題
状
況

　
「
日
本
ス
ペ
イ
ン
交
流
四
〇
〇
周
年
」
の
比
較
憲
法
セ
ミ
ナ
ー
に
お
い
て
、
両
国
に
共
通

0

0

0

0

0

す
る
「
君
主
制
」
が
テ
ー
マ
と
し
て
据
え
ら

れ
た
背
景
に
は
、
と
り
わ
け
現
在
の
ス
ペ
イ
ン
が
抱
え
る
君
主
制
の
「
危
機
的
状
況
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ

）
6
（

る
。

　

二
〇
〇
八
年
以
来
の
経
済
危
機
が
国
民
の
公
権
力
へ
の
不
信
感
を
募
ら
せ
る
な
か
で
、
二
〇
一
三
年
に
は
、
ス
ペ
イ
ン
王
室
の
威
信
を

失
墜
さ
せ
か
ね
な
い
「
不
祥
事
」
が
表
面
化
し
た
。
例
え
ば
、
国
王
が
お
忍
び
で
ア
フ
リ
カ
・
ボ
ツ
ワ
ナ
で
の
象
狩
り
ツ
ア
ー
に
参
加

し
、
怪
我
で
緊
急
搬
送
さ
れ
、
関
係
の
疑
わ
し
い
女
性
と
同
行
し
て
い
た
こ
と
が
発
覚
し
、
国
王
み
ず
か
ら
国
民
に
謝
罪
す
る
事
態
に
発

展
し
た
。
二
〇
一
四
年
に
入
っ
て
も
メ
デ
ィ
ア
を
に
ぎ
わ
し
て
い
る
事
件
と
し
て
、
国
王
の
次
女
で
あ
る
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
王
女
が
、
夫

の
公
金
の
不
正
授
受
の
疑
惑
に
関
与
し
た
疑
い
で
、
裁
判
所
か
ら
二
度
目
の
出
頭
命
令
を
受
け

）
7
（

た
。
こ
う
し
た
負
の
印
象
を
払
拭
す
る
か

の
よ
う
に
、
二
〇
二
〇
年
九
月
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
候
補
地
を
日
本
と
と
も
に
争
っ
た
ス
ペ
イ
ン
も
、
か
つ
て
バ
ル
セ
ロ
ナ
五
輪
の
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ヨ
ッ
ト
選
手
で
あ
っ
た
フ
ェ
リ
ペ
皇
太
子
を
中
心
に
、
積
極
的
な
誘
致
活
動
を
展
開
し
た
。

　

偶
然
な
が
ら
、
日
本
に
お
い
て
も
、
天
皇
・
皇
室
を
め
ぐ
る
問
題
が
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
た
年
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、「
政
治

利
用
」
の
文
脈
上
で
天
皇
・
皇
室
の
活
動
が
焦
点
化
さ
れ
る

）
8
（

が
、
以
下
の
三
つ
の
出
来
事
が
重
要
で
あ
る
。
一
つ
目
は
、
三
月
一
二
日
に

閣
議
決
定
さ
れ
た
四
月
二
八
日
の
「
主
権
回
復
の
日
」
の
政
府
主
催
の
式
典
に
天
皇
・
皇
后
が
出
席
し
、
両
者
の
眼
前
で
安
倍
晋
三
総
理

を
は
じ
め
と
す
る
出
席
者
等
が
「
天
皇
陛
下
万
歳
」
を
唱
和
し
た
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
九
月
七
日
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
開
催
さ
れ

た
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｏ
）
総
会
で
、
二
〇
二
〇
年
の
開
催
地
が
決
定
さ
れ
る
の
に
際
し
、
東
京
開
催
招
致
の
た
め
に
皇

室
（
高
円
宮
妃
久
子
）
が
出
席
し
演
説
し
た
こ
と
で
あ
る
。
最
後
に
、
二
〇
一
三
年
一
〇
月
三
一
日
に
開
催
さ
れ
た
秋
の
園
遊
会
で
、
山

本
太
郎
参
議
院
議
員
が
天
皇
に
直
接
手
紙
を
渡
し
、「
厳
重
注
意
」
の
処
分
を
受
け
る
事
件
が
起
き
た
（
以
下
で
は
こ
れ
を
、「
陛
下
へ
の

手
紙
」
事
件
と
略
称
）。

（
二
）「
君
主
制
」
を
規
定
す
る
憲
法
の
文
脈

　

両
国
で
起
き
た
そ
れ
ぞ
れ
の
こ
と
が
ら
を
、
両
国
の
憲
法
規
定
を
通
し
て
鳥
瞰
す
れ
ば
、
両
国
「
君
主
制
」
の
対
照
的
な
文
脈
が
浮
き

彫
り
に
な
る
。
日
本
に
お
い
て
は
、
政
治
か
ら
の
天
皇
の
隔
離
を
命
じ
る
憲
法
規
定
の
存
在
ゆ
え
に

0

0

0

（
日
本
国
憲
法
四
条
）、
国
家
権
力

担
当
者
た
ち
に
よ
る
天
皇
・
皇
室
の
「
政
治
利
用
」
の
文
脈
が
発
生
す
る

0

0

。
こ
れ
に
対
し
て
ス
ペ
イ
ン
で
は
、
こ
の
国
の
一
九
七
八
年
の

憲
法
規
定
ゆ
え
に

0

0

0

、
日
本
の
よ
う
な
「
政
治
利
用
」
の
批
判
的
文
脈
は
存
在
し
に
く
い

0

0

0

0

。
な
ぜ
な
ら
、
国
王
は
「
国
家
元
首
」
か
つ
「
国

家
の
統
合
と
永
続
性
の
象
徴
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
に
加
え
、「
国
家
機
関
相
互
の
正
常
な
機
能
を
裁
定
且
つ
調
整
し
（arbitra 

y m
odera

）、
と
り
わ
け
歴
史
的
共
同
体
を
成
す
諸
国
と
の
国
際
関
係
に
お
い
て
ス
ペ
イ
ン
国
家
を
最
も
崇
高
な
と
こ
ろ
で
表
象
し
、
憲

法
及
び
法
律
が
明
文
上
付
与
し
て
い
る
役
割
を
果
た
す
」
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
同
五
六
条
一
項
）。
つ
ま
り
、「
象

徴
」
と
し
て
の
国
王
に
は
、
国
家
機
関
相
互
の
機
能
が
正
常
に
営
ま
れ
る
た
め
の
「
仲
裁
的
役
割
」
が
予
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
限
り
で
の
政
治
権
力
と
の
「
関
わ
り
」
は
想
定
の
範
囲
内
で
あ
る
。
こ
の
点
の
違
い
と
併
せ
て
、
日
本
と
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
「
象
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徴
」
の
性
格
と
「
政
治
」
と
の
関
係
に
は
、
日
本
の
「
天
皇
」
と
ス
ペ
イ
ン
の
「
国
王
」
の
「
人
間
」
と
し
て
の
「
度
合
い
」
に
つ
い
て

の
受
け
止
め
方
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。
一
方
で
は
、
象
徴
の
地
位
と
行
為
を
通
じ
て
、
あ
る
「
人
間
」
が
他
の
同
じ
「
人
間
」
に
対
し
て

〝
畏
敬
の
念
”
を
抱
く
精
神
構
造
が
形
成
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
他
方
で
は
、
象
徴
の
地
位
に
あ
る
者
と
そ
れ
以
外
の
者
と
の
人
間
と
し

て
の
「
同
等
性
」
の
側
面
が
浮
上
す
る
。
前
者
に
お
け
る
「
人
間
」
は
、
例
え
ば
自
ら
の
葬
儀
や
墓
に
つ
い
て
、
国
民
全
体
に
思
い
を
馳

せ
る
ほ
ど
の
「
完
全
性
」
を
示
す
言
動
に
よ
っ

）
9
（

て
、
国
民
の
中
に
は
半
ば
「
神
が
か
り
」
的
な
存
在
と
し
て
刻
印
さ
れ
る
。
後
者
に
お
い

て
は
、「
不
倫
騒
動
」
や
「
裁
判
所
出
頭
命
令
」
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
人
間
と
し
て
の
「
不
完
全
性
」
が
露
呈
す
る
。
と
す
る

と
、
日
本
の
「
天
皇
」
と
ス
ペ
イ
ン
の
「
国
王
」
を
「
君
主
制
」
の
概
念
で
無
自
覚
に
論
じ
る
こ
と
は
、
こ
の
制
度
の
下
で
蓄
積
さ
れ
て

き
た
両
国
の
異
な
る
「
実
態
」
を
つ
か
み
損
ね
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

（
三
）
憲
法
学
者
が
示
す
ス
ペ
イ
ン
「
議
会
君
主
制
」
の
要
諦

　

現
行
の
ス
ペ
イ
ン
一
九
七
八
年
憲
法
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
「
社
会
的
か
つ
民
主
的
な
法
治
国
家
」
と
し
て
の
性
格
と
並
ん
で
（
一
条
一

項
）、
国
民
主
権
を
宣
言
し
（
同
二
項
）、
ス
ペ
イ
ン
国
家
の
政
治
形
態
（form

a política del Estado español

）
を
「
議
会
君
主
制

（M
onarquía parlam

entaria

）」
と
規
定
す
る
。
一
八
〇
五
年
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
ス
ペ
イ
ン
侵
攻
を
契
機
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
南
米

ス
ペ
イ
ン
植
民
地
が
一
斉
に
近
代
国
家
と
し
て
の
独
立
を
果
た
す
の
と
足
並
み
を
そ
ろ
え
な
が

）
10
（

ら
、
ス
ペ
イ
ン
も
ま
た
近
代
憲
法
原
理
を

導
入
し
た
。
一
九
三
六
年
に
勃
発
す
る
ス
ペ
イ
ン
内
戦
を
経
て
、
一
九
三
九
年
か
ら
三
六
年
間
に
も
及
ぶ
フ
ラ
ン
コ
独
裁
体
制
か
ら
の
民

政
移
管
の
結
果
と
し
て
制
定
さ
れ
た
ス
ペ
イ
ン
の
現
行
憲
法
は
、「
国
民
主
権
」
と
併
せ
て
、「
議
会
」
に
基
づ
く
「
君
主
制
」
を
定
め
た

が
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
国
の
近
代
憲
法
史
に
お
け
る
内
戦
や
独
裁
と
と
も
に
、「
共
和
制
」
の
経
験
が
存
在
し
た
こ
と
と
無
関
係
で
は

な
い
。
現
在
に
至
る
ま
で
制
定
さ
れ
た
一
〇
の
憲
法
の
う
ち
、
一
九
世
紀
後
半
に
施
行
さ
れ
ず
に
短
命
に
終
わ
っ
た
一
八
七
三
年
憲
法

と
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
一
九
三
一
年
憲
法
で
あ

）
11
（

る
。
こ
の
こ
と
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
「
君
主
制
」
が
自
ら
の
「
対
抗
物
」
で
あ
る
「
共
和

制
」
に
直
面
し
、
そ
の
限
り
で
の
「
修
正
」
を
受
け
入
れ
つ
つ
存
在
し
て
き
た
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
現
在
の

0

0

0

ス
ペ
イ
ン
君
主
制
を
考
え
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る
際
に
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
文
脈
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
国
に
お
け
る
「
君
主
制
」
は
国
家
形
態
の
一
つ
の
「
選
択
肢
」
と
し
て

存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
、
ス
ペ
イ
ン
に
は
日
本
と
は
決
定
的
に
異
な
る
君
主
制
の
統
治
感
覚
が
存
在
す

）
12
（

る
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
項
の
冒
頭
で
ふ
れ
た
ス
ペ
イ
ン
王
室
を
め
ぐ
る
出
来
事
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
憲
法
史
に
お
い
て
、
共
和
制
の
経
験
に
基

づ
く
民
主
主
義
の
発
展
と
共
存
可
能
な
「
議
会
君
主
制
」
の
文
脈
の
中
で
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
以
下
で
は
、

叙
上
の
比
較
憲
法
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
し
た
二
人
の
憲
法
学
者
│
│
マ
ヌ
エ
ル
・
ア
ラ
ゴ
ン
（M

anuel Aragón Reyes

）
氏
と
ア
ン
ト

ニ
オ
・
ロ
ビ
ー
ラ
（Antonio Rovira Viñas

）
氏
│
│
の
見
解
か
ら
、
現
在
ス
ペ
イ
ン
が
直
面
す
る
社
会
経
済
的
な
状
況
下
で
の
、
君

主
制
の
存
在
意
義
の
正
当
化
論
理
を
見
て
お
き
た
い
。

　
「
ス
ペ
イ
ン
憲
法
に
お
け
る
君
主
制
」
に
つ
い
て
述
べ
た
ア
ラ
ゴ
ン
氏

）
13
（

は
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
か
ら
の
民
政
移
管
に
際
し
て
、
現
国
王
の
フ
ァ

ン
・
カ
ル
ロ
ス
一
世
が
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
現
実
政
治
と
、
ス
ペ
イ
ン
国
家
の
歴
史
的
な
統
治
形
態
が
常
に
君
主
制
で
あ
っ
た

こ
と
を
指
摘
し
て
、
現
行
憲
法
の
制
度
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
七
五
年
一
一
月
の
現
国
王
の
即
位
と
一
九
七
八
年
憲

法
を
め
ぐ
る
一
九
七
六
年
の
国
民
投
票
に
よ
っ
て
、
現
在
の
君
主
制
は
血
統
的
に
も
民
主
的
に
も
正
統
性
を
付
与
さ
れ
た
。
そ
の
典
型
的

な
表
現
が
「
議
会
君
主
制
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
憲
法
そ
の
も
の
の
中
で
限
界
づ
け
ら
れ
規
定
さ
れ
て
い
る
（fijada y regulada en la 

propia Constitución

）」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、「
法
的
に
『
合
理
化
さ
れ
た
』（“racionalizada ” jurídicam

ente

）」
も
の
で

あ
）
14
（

る
。
国
王
に
は
、
国
家
元
首
と
象
徴
と
し
て
の
機
能
の
他
に
、
国
家
機
関
相
互
の
機
能
（funcionam

iento de las instituciones

）

を
「
仲
介
し
裁
定
す
る
役
割
（función m

oderadora y arbitral

）」
を
有
す
る
以
外
、
一
切
の
統
治
権
限
が
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
明

確
な
国
民
主
権
原
理
の
下
で
は
、
あ
く
ま
で
も
民
主
主
義
と
両
立
可
能
な
限
り
で
の
存
在
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
君
主
は
、
共
和
国
大
統
領

よ
り
も
格
段
に
小
さ
い
権
限
を
有
す
る
も
の
の
、
王
室
の
政
治
的
中
立
性
に
淵
源
す
る
、
よ
り
高
次
の
「
権
威
（“auctoritas ”

）」
ゆ
え

に
、
国
家
の
良
き
統
治
の
た
め
に
大
統
領
よ
り
も
大
き
な
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
ア
ラ
ゴ
ン
氏
は
、
一
九

八
一
年
二
月
二
三
日
に
企
て
ら
れ
た
ク
ー
デ
タ
か
ら
の
立
憲
民
主
制
の
防
衛
、
国
民
的
融
和
を
も
た
ら
す
国
内
環
境
の
形
成
、
憲
法
制
度

の
強
化
へ
の
支
持
、
国
の
対
外
的
イ
メ
ー
ジ
の
向
上
の
た
め
の
尽
力
と
い
っ
た
点
か
ら
、
現
在
の
ス
ペ
イ
ン
君
主
制
に
対
し
完
全
に
肯
定
的
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な
評
価
を
下
し
、
将
来
に
向
け
た
そ
の
存
在
意
義
を
擁
護
す
る
。

　

も
う
一
人
の
ロ
ビ
ー
ラ
氏
は
、
講
演
当
日
は
「
国
家
形
態
と
し
て
の
君
主
制
」
と
題
し
て
語
っ
た
も
の
の
、
講
演
記
録
と
し
て
は
「
君

主
制
か
共
和
制
か
？
」
の
論
題
へ
と
変
更
し
て
い

）
15
（

る
。
む
し
ろ
後
者
の
タ
イ
ト
ル
こ
そ
が
ロ
ビ
ー
ラ
氏
自
身
の
見
解
に
添
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
が
、
と
も
あ
れ
彼
は
、
主
権
原
理
の
歴
史
的
意
味
が
両
者
を
「
二
者
択
一
」
の
選
択
の
下
に
置
く
視
点
を
批
判
し
て
、
こ
う
し
た

問
題
の
定
式
化
を
一
八
世
紀
絶
対
君
主
制
期
の
旧
態
依
然
の
も
の
と
し
、
今
日
に
お
け
る
非
有
用
性
を
説
く
。
そ
の
論
理
の
主
軸
は
、

「
君
主
制
」
と
「
共
和
制
」
の
概
念
の
歴
史
的
意
味
の
違
い
に
置
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
在
の
ス
ペ
イ
ン
の
「
議
会
君
主
制
」
は
、
固

有
の
政
治
権
力
を
伴
わ
な
い
国
家
表
象
（representar al Estado

）
の
一
形
態
で
あ
り
、
そ
れ
は
政
治
形
態
（form

a p

）
16
（

olítica

）、
象

徴
、
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
共
和
制
あ
る
い
は
民
主
制
」
は
統
治
形
態
（form

a de gobierno

）
で
あ
り
、
政
治
権

力
の
配
分
と
行
使
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、「
同
じ
用
語
で
も
、
そ
れ
が
放
つ
音
色
、
音
楽
は
も
は
や
同
じ
で
は
な
い
」
と
の
比
喩
を
用

い
て
、
君
主
制
と
共
和
制
を
比
較
不
能
か
つ
互
換
不
能
な
「
ま
っ
た
く
異
な
る
現
実
」
と
位
置
づ
け
る
。
そ
し
て
彼
は
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ

の
国
家
の
歴
史
的
発
生
と
発
展
の
議
論
を
引
照
し
つ
つ
、
伝
統
と
一
般
意
思
に
よ
っ
て
、
統
治
権
力
を
伴
わ
な
い
と
す
る
条
件
の
下
で
、

君
主
制
は
国
家
の
イ
メ
ー
ジ
と
表
象
の
問
題
へ
と
変
容
さ
せ
ら
れ
て
き
た
と
す
る
。

　

国
家
理
論
に
依
拠
し
た
ロ
ビ
ー
ラ
氏
の
議
論
か
ら
は
、「
君
主
制
」
の
実
質
を
換
骨
奪
胎

0

0

0

0

し
、
国
家
表
象
の
問
題
へ
と
再
定
位
す
る
こ

と
で
、「
議
会
君
主
制
」
に
含
ま
れ
る
「
君
主
制
」
と
「
共
和
制
あ
る
い
は
民
主
制
」
と
の
共
存
可
能
性
を
示
し
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る

「
共
和
制
」
支
持
派
を
牽
制
す
る
意
味
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
と
の
関
わ
り
で
ア
ラ
ゴ
ン
氏
の
所
論
に
は
、
現
国
王
が
現
実

政
治
に
お
い
て
果
た
し
た
「
民
主
的
役
割
」
と
、
そ
れ
を
実
定
化
し
合
理
化
し
て
い
る
君
主
制
の
「
立
憲
的
性
格
」
と
を
調
和
的
に
解
す

る
視
点
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、「
近
代
憲
法
」
原
理
に
拠
り
つ
つ
、
絶
対
君
主
制
か
ら
立
憲
君
主
制
へ
の
脱
却
を
図
り
、
わ

ず
か
な
が
ら
存
在
し
た
「
共
和
制
」
の
経
験
に
徴
し
て
、
こ
の
国
が
た
ど
り
着
い
た
「
ス
ペ
イ
ン
議
会
君
主
制
」
の
要
諦
が
示
さ
れ
て
い

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
こ
そ
、
国
王
が
退
位
し
、
亡
命
し
、
復
古
す
る
動
態
的
王
権
史
の
中
で
、
ス
ペ
イ
ン
が
国
民
主
権
と
調
和
し

共
存
可
能
な
形
態
と
し
て
発
見
し
た
君
主
制
で
あ
る
。「
国
民
主
権
」
の
下
で
「
天
皇
制
」
と
「
議
院
内
閣
制
」
を
抱
え
る
日
本
に
、
ど
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れ
ほ
ど
ス
ペ
イ
ン
の
憲
法
制
度
と
類
似
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
よ
う
と
も
、
ス
ペ
イ
ン
君
主
制
に
は
め
込
ま
れ
た
「
歴
史
的
文
脈
」
ま
で
も

共
有
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
留
意
し
て
よ
い
。

二　

「
陛
下
へ
の
手
紙
」
事
件
に
見
る
「
天
皇
制
国
民
主
権
」
の
縮
図

（
一
）
事
件
の
概
要

　

前
項
で
言
及
し
た
日
本
の
天
皇
・
皇
室
に
関
わ
る
三
つ
の
出
来
事
の
う
ち
、「
主
権
回
復
の
日
」
と
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
総
会
の
事
例
は
、

政
府
が
主
体
的
に
関
与
し
た
点
に
お
い
て
、
戦
後
の
象
徴
天
皇
制
を
め
ぐ
る
「
政
治
利
用
」
の
典
型
例
で
あ
ろ

）
17
（

う
。
こ
れ
に
対
し
て
「
陛

下
へ
の
手
紙
」
事
件
は
、「
脱
原
発
」
を
公
約
と
し
て
掲
げ
る
無
所
属
の
議
員
が
、「
政
治
家
で
あ
る
前
に
人
間
と
し
て

0

0

0

0

0

」（
強
調
は
引
用

者
）
も
っ
て
い
た
「
憂
え
」
を
伝
え
よ
う
と
し
た
と
述
べ
た
こ
と
か

）
18
（

ら
、
主
体
の
性
格
と
意
思
表
明
の
方
法
に
お
い
て
、
前
二
者
の
「
政

治
利
用
」
の
例
と
性
格
を
異
に
す
る
。
む
し
ろ
、「
人
間
」
と
し
て
の
個
人
の
行
為
の
側
面
が
際
立
っ
た
か
ら
こ
そ
、「
日
本
の
君
主
制
」

を
め
ぐ
る
現
在
の
問
題
の
本
質

0

0

が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

①
行
為
者
の
意
図

　

二
〇
一
三
年
秋
の
園
遊

）
19
（

会
は
一
〇
月
三
一
日
に
開
催
さ
れ
、
こ
の
場
で
山
本
太
郎
参
議
院
議
員
は
天
皇
に
対
し
て
、
直
接
、
手
紙
を
渡

し
た
。
同
議
員
は
、
天
皇
へ
の
発
言
と
手
紙
の
内
容
に
関
す
る
園
遊
会
当
日
の
記
者
団
の
質
問
に
対
し
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
│
│

「『
子
ど
も
た
ち
の
未
来
が
危
な
い
で
す
。
健
康
被
害
と
い
う
も
の
も
出
て
き
て
お
り
ま
す
。
福
島
の
原
発
収
束
作
業
員
、
本
当
に
ひ
ど
い

労
働
環
境
の
中
で
働
か
さ
れ
て
い
る
現
実

0

0

が
あ
り
ま
す
』
と
い
う
こ
と
を
話
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
『
こ
の
手
紙
に
実
情

0

0

が
書
い
て
あ
り
ま

す
の
で
、
お
読
み
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
』
と
（
申
し
上
げ
）、
受
け
取
っ
て
い
た
だ
き
ま
し

）
20
（

た
」（
強
調
は
引
用
者
）。
二
〇
一
一
年
三
月

一
一
日
以
降
の
惨
状
を
知
る
者
に
と
っ
て
、
こ
の
議
員
が
口
に
し
た
一
つ
ひ
と
つ
の
「
現
実
」
や
「
実
情
」
に
異
を
唱
え
る
理
由
は
な

い
。
東
日
本
大
震
災
や
原
発
被
害
の
記
憶
が
「
風
化
」
し
て
き
た
と
い
わ
れ
る
昨
今
だ
け
に
、
彼
が
「
自
分
の
中
で
、
い
ま
こ
の
国
の
置
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か
れ
た
現
状
、
世
界
中
が
立
っ
た
こ
と
の
な
い
と
こ
ろ
に
僕
た
ち
は
立
た
さ
れ
て
い
て
、
健
康
被
害
な
ど
の
部
分
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど

考
え
ら
れ
て
い
な
い
」
と
述
べ
た
問
題
の
普
遍
性
も
、
確
か
に
、
存
在
す
る
。

　

そ
れ
で
も
な
お
、
山
本
議
員
が
天
皇
に
手
紙
を
渡
そ
う
と
思
い
至
っ
た
「
気
持
ち
」
に
我
々
が
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が

ひ
そ
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
同
議
員
が
「
事
件
」
後
に
自
分
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
一
一
月
八
日
付
で
公
表
し
た
表
現
に
見
出
せ
る
│
│

「
今
回
の
お
手
紙
を
し
た
た
め
た
件
で
騒
ぎ
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
、
陛
下
と
皇
后
陛
下
の
御
宸
襟
を
悩
ま
せ
る
事
態
に
な
っ
た
事
を
何

よ
り
も
猛
省
し
て
お
り
ま
す
。
…
（
中
略
）
…
生
命
に
関
わ
る
事
は
遅
々
と
し
て
進
ま
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
刻
々
と
過
ぎ
て
い
く
時
間
に
焦
り
を
感
じ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

い
た
こ
の
胸
の
内
を

0

0

0

0

0

0

0

0

、
苦
悩
を

0

0

0

、
理
解
し
て
く
れ
る
の
は
こ
の
方
し
か
居
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
の
身
勝
手
な
敬
愛
の
念
と
想
い
が
溢
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
お
手
紙
を

し
た
た
め
て
し
ま
い
ま
し

）
21
（

た
」（
強
調
は
引
用
者
）。

　

人
間
世
界
に
お
い
て
、
誰
も
が
一
朝
一
夕
に
は
解
決
を
見
出
せ
な
い
人
類
的
規
模
の
課
題
だ
か
ら
こ
そ
、「
全
国
民
の
代
表
」
と
し
て

の
国
会
議
員
の
職
責
が
あ
る
と
い
う
当
た
り
前
の
原
点
に
立
ち
戻
れ
ば
、
山
本
議
員
の
胸
中
に
「
こ
の
方
し
か
居
な
い
」
と
浮
上
し
た
天

皇
に
、
人
知
を
超
越
す
る
が
ご
と
き
存
在
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
ま
る
で
、「
こ
こ
に
訴
え
れ
ば
何
か
が

動
く
」
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
「
神
頼
み
」
の
様
相
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
立
ち
現
れ
る
分
だ
け
、「
こ
の
方
」
に
は
、「
万
能
薬
」
さ
な
が

ら
の
「
威
力
」
が
期
待
さ
れ
て
も
い
る
。
こ
の
精
神
構
造
は
、
か
つ
て
の
大
日
本
帝
国
憲
法
下
で
の
天
皇
が
「
万
能
で
あ
り
す
ぎ

）
22
（

た
」
と

言
わ
れ
る
こ
と
と
、
あ
ま
り
に
も
酷
似
す
る
。
逆
説
的
に
見
れ
ば
、
こ
の
「
神
頼
み
」
の
心
性
に
お
い
て
こ
そ
、
山
本
議
員
は
「
全
国

民
」
を
「
代
表
」
し
た
と
言
え
な
く
も
な
い
。
実
に
、
日
本
国
憲
法
の
下
で
の
「
天
皇
制
国
民
主
権
」
が
、
そ
の
根
底
で
抱
懐
し
続
け
て

き
た
課
題
の
発
露
で
あ
る
。

②
批
判
が
示
す
二
つ
の
論
理

　

予
想
さ
れ
た
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
、
山
本
議
員
の
行
動
は
各
方
面
か
ら
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
た
。
複
数
の
宮
内
庁
幹
部
が
、
同
庁
か
ら

送
ら
れ
る
案
内
に
天
皇
・
皇
后
と
の
写
真
撮
影
を
自
粛
す
る
注
意
書
き
は
あ
る
も
の
の
、
物
品
を
渡
す
こ
と
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
い
な
い

こ
と
に
つ
い
て
、「
わ
ざ
わ
ざ
注
意
す
る
ま
で
も
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
。
迷
惑
極
ま
り
な
い
」（
強
調
は
引
用
者
）
と
述
べ
た
こ
と
や
、「
国
政
の
権
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能
を
有
し
な
い
と
憲
法
に
明
記
さ
れ
て
い
る
天
皇
に
、
原
発
事
故
の
現
状
を
訴
え
る
と
い
う
の
は
、
明
ら
か
な
政
治
利
用

0

0

0

0

0

0

0

0

だ
」（
同
）
と

表
明
し
た
と
い

）
23
（

う
。
国
会
議
員
の
間
で
は
、
山
本
議
員
の
行
動
を
「
憲
法
違
反
」
だ
と
す
る
批
判
が
噴
出
し
、
自
民
・
公
明
の
両
党
か
ら

は
山
本
議
員
の
辞
職
が
要
求
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ

）
24
（

た
。
共
産
党
か
ら
も
、
山
本
議
員
の
行
動
を
「
憲
法
を
知
ら
な
い
者
の
行
動
だ
」
と
す

る
コ
メ
ン
ト
が
出
さ
れ

）
25
（

た
。

　

こ
う
し
た
批
判
が
大
勢
を
占
め
る
な
か
で
、
こ
こ
で
は
、
別
の
批
判
に
着
目
し
た
い
。
一
一
月
一
日
に
、
日
本
維
新
の
会
の
山
田
宏
衆

議
院
議
員
が
委
員
会
の
質
疑
で
山
本
議
員
の
行
動
を
、「
非
常
識

0

0

0

で
憤
慨
に
た
え
な
い
」
と
述
べ
た
際
に
、「
議
員
か
ら
『
不
敬
罪

0

0

0

だ
』
と

ヤ
ジ

0

0

が
飛
ん
だ
」
と
い
う
の
で
あ

）
26
（

る
。「
ヤ
ジ
」
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
が
一
人
や
二
人
の
議
員
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
国
会
に
お
い
て

山
本
議
員
の
行
動
を
「
不
敬
」
だ
と
見
る
批
判
は
、
決
し
て
少
数
派
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
先
の
山
田
議
員
の
「
非
常

識
」
だ
と
す
る
批
判
は
、
公
明
党
の
井
上
義
久
幹
事
長
が
「
き
わ
め
て
配
慮
に
欠
け
た
行
為

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
述
べ
た
発
言
や
、
橋
下
大
阪
市
長
が

「
日
本
国
民
で
あ
れ
ば

0

0

0

0

0

0

0

0

、
法
律
に
書
い
て
い
な
く
て
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
は
分
か
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
陛
下
に
対
し
て
そ
う
い
う
態
度
振
る
舞

い
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
こ
と
と
通
底
す

）
27
（

る
。
こ
の
事
件
は
、
一
一
月
八
日
、
山
本
議
員
の
行
動
が
「
参
議
院
の
品
位
を
落

と
す
」
と
し
、
同
院
議
長
が
国
会
法
に
は
明
文
上
の
規
定
は
な
い
「
厳
重
注
意
」
の
処
分
を
与
え
、
今
後
の
皇
室
行
事
へ
の
同
議
員
の
参

加
自
粛
を
求
め
る
こ
と
で
終
息
し
た
。

　

以
上
の
批
判
に
は
、
憲
法
の
観
点
か
ら
二
つ
の
論
理
が
存
在
す
る
。
一
つ
は
、「
国
政
に
関
す
る
権
能
を
有
し
な
い
」
と
す
る
憲
法
規

定
（
四
条
）
か
ら
導
か
れ
る
「
政
治
か
ら
の
天
皇
の
隔
離
」
の
規
範
ゆ
え
に
、
山
本
議
員
の
行
為
が
「
政
治
利
用
」
に
抵
触
す
る
が
ゆ
え

に
議
員
辞
職
す
べ
き
だ
と
指
弾
す

）
28
（

る
。
他
の
一
つ
は
、
憲
法
規
定
と
は
別
の
と
こ
ろ
で

0

0

0

0

0

0

、
天
皇
に
対
す
る
「
敬
意
」
を
、「
法
律
に
書
い

て
い
な
く
て
も
」
事
実
上
の
行
動
規
範
と
し
て
遵
守
す
べ
き
こ
と
を
求
め
る
。
国
会
の
「
ヤ
ジ
」
は
、
国
法
体
系
か
ら
は
す
で
に
姿
を
消

し
て
い
た
は
ず
の
罪
名
（
不
敬
罪
）
ま
で
呼
び
出
し
た
し
、「
非
常
識
」
や
「
配
慮
に
欠
け
た
」
と
の
批
判
も
、
憲
法
に
は
存
在
し
な
い

そ
れ
ら
の
「
価
値
」
を
根
拠
と
し
て
い
る
点
で
、「
不
敬
」
と
同
質
で
あ
ろ
う
。
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（
二
）「
敬0

愛
」
と
「
不
敬0

」
の
距
離

　

政
府
・
与
党
が
主
催
し
た
「
主
権
回
復
の
日
」
や
、
政
府
が
積
極
的
に
関
わ
っ
た
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
総
会
の
事
例
こ
そ
、「
政
治
利
用
」

の
批
判
を
免
れ
え
な
い
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
わ
わ
ら
ず
、
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
政
府
や
国
会
の
当
事
者
等
に
何
ら
か

の
「
処
分
」
が
下
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
山
本
議
員
に
対
す
る
「
処
分
」
が
「
政
治
利
用
」
を
理
由
と
し
た
も
の

で
は
な
く

0

0

、
国
会
法
に
基
づ
か
な
い
「
厳
重
注
意
」
の
方
法
を
と
っ
た
根
底
に
は
、
法
外
の
と
こ
ろ
で
規
範
力
を
も
つ
天
皇
へ
の
「
不

敬
」
を
問
題
視
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
加
え
て
、
批
判
の
文
脈
か
ら
し
て
も
、
天
皇
へ
手
紙
を
渡
す
行
為
が
「
参
議
院
の
品
位
を
落

と
す
」
と
い
う
場
合
、
そ
こ
に
は
、「
直
訴
し
て
は
な
ら
な
い
相
手
」
に
そ
れ
を
敢
行
し
た
こ
と
を
問
題
に
す
る
視
点
が
あ
る
。
あ
る
行

為
を
「
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
る
相
手
に
そ
れ
を
し
た
場
合
、「
非
常
識
」
で
「
配
慮
に
欠
け
」
た
そ
の
行
為
は
、「
不
敬
」
と
呼
ば

れ
る
。
ま
さ
に
、「
日
本
国
民
で
あ
れ
ば
、
法
律
に
書
い
て
い
な
く
て
も
、
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
は
分
か
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。
そ
の
分
だ
け
、
そ
の
行
為
に
訴
え
た
場
合
の
「
効
果
」
の
大
き
さ
も
期
待
さ
れ
る
。

　
「
陛
下
へ
の
手
紙
」
事
件
に
お
い
て
一
貫
し
て
見
ら
れ
る
の
は
、
行
為
者
に
も
批
判
者
に
も
通
底
す
る
「
敬
意
」
の
念
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
両
者
の
分
水
領
は
、「
直
訴
」
に
実
際
に
出
る
か
否
か
に
あ
っ
て
、
批
判
と
弁
明
が
描
き
出
す
よ
う
な
対
抗
的
な
関
係
が
存
在

す
る
わ
け
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、「
不
敬
」
を
言
う
側
に
は
、
山
本
議
員
の
行
動
を
「
政
治
利
用

0

0

」
と
見
な
す
点
で
、
天
皇
制
が
憲
法

上
、
改
廃
の
可
能
性
を
含
む
「
選
択
」
の
対
象
で
あ
る
こ
と
は
自
覚
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
の
批
判
の
「
作
為
性
」
は
意
識
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
山
本
議
員
が
示
す
「
敬
愛
」
の
念
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
意
識
は
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
こ
で
「
溢

れ
」
ん
ば
か
り
の
「
敬
愛
の
念
」
に
は
、
天
皇
制
の
「
所
与
性
」
あ
る
い
は
「
自
明
性
」
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
、
象
徴
天

皇
制
に
よ
っ
て
国
民
主
権
の
中
に
ビ
ル
ト
イ
ン
さ
れ
た
、
主
権
の
日
本
的
転
換

0

0

0

0

0

0

0

0

が
残
し
た
問
題
で
あ
っ
た
。
重
要
な
こ
と
は
、
天
皇
制
の

「
所
与
性
」
や
「
自
明
性
」
の
無
意
識
化
が
、
前
者
の
「
選
択
性
」
や
「
作
為
性
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
相
関
関
係
で
あ
る
。

前
者
が
後
者
を
つ
く
り
出
し
、
後
者
が
前
者
を
支
え
る
の
で
あ

）
29
（

る
。

　

こ
う
し
て
見
る
と
、「
陛
下
へ
の
手
紙
」
事
件
が
可
視
化
さ
せ
た
の
は
、
天
皇
の
地
位
を
「
主
権
の
存
す
る
日
本
国
民
の
総
意
に
基
づ
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く
」
と
し
た
日
本
国
憲
法
（
一
条
）
が
予
定
す
る
「
主
権
者
」
像
と
は
、
真
っ
向
か
ら
対
峙
す
る
「
神
頼
み
」
の
精
神
構
造
で
あ
る
。
こ

の
発
想
は
、
二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
に
発
さ
れ
た
「
天
皇
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
を
受
け
た
日
本
の
人
々
が
、
世
界
か
ら
賞
賛
さ
れ
る
ほ

ど
の
団
結
力
と
秩
序
を
見
せ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。「
神
の
国
」
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
は
ず
の
「
民
の
国
」
の

「
公
共
空
間
」
は
、「
神
頼
み
」
と
両
立
可
能
な
「
国
民
主
権
」
の
あ
り
よ
う
を
つ
く
り
出
し
て
き
た
。
人
間
社
会
に
は
つ
き
も
の
の
苦
難

に
立
ち
向
か
う
た
め
、「
最
後
の
手
段
」
と
し
て
超
越
的
に
存
在
す
る
「
天
皇
」
が
浮
上
す
る
と
こ
ろ
に
、
西
欧
型
の
「
君
主
制
」
の
概

念
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
日
本
の
「
天
皇
制
国
民
主
権
」
の
特
性
が
宿
る
。

三　

〝
万
能
薬
〟
と
し
て
の
天
皇
の
「
公
的
行
為
」
─
─
「
事
実
」
と
「
規
範
」
の
ア
ポ
リ
ア

（
一
）
憲
法
学
に
お
け
る
「
原
理
的
矛
盾
の
解
釈
論
的
調
和
」

　

戦
後
の
天
皇
制
を
め
ぐ
る
憲
法
論
を
積
極
的
に
牽
引
し
て
き
た
横
田
耕
一
氏
は
、
最
近
、
戦
後
の
憲
法
学
界
が
明
文
上
の
根
拠
が
疑
わ

し
い
天
皇
の
諸
活
動
に
つ
い
て
、
充
分
に
批
判
的
な
検
討
を
し
て
こ
な
か
っ
た
点
を
取
り
上
げ
、
あ
ら
た
め
て
、
憲
法
学
に
お
け
る
天
皇

0

0

0

0

0

0

0

0

0

制
度
論
の
不
在

0

0

0

0

0

0

・
不
振

0

0

に
警
鐘
を
鳴
ら
し
、
天
皇
の
国
民
統
合
機
能
の
負
の
側
面
ゆ
え
に
、
今
後
「
国
民
統
合
原
理
」
を
考
究
す
べ
き
こ

と
を
説
い

）
30
（

た
。
し
か
し
同
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
天
皇
に
対
す
る
国
民
意
識
が
、
大
日
本
帝
国
憲
法
の
時
代
の
「
尊
崇
」
か
ら
「
敬

愛
」
へ
と
変
化

）
31
（

し
、
そ
れ
が
今
日
、「
陛
下
へ
の
手
紙
」
事
件
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
か
た
ち
で
顕
現
す
る
日
本
社
会
の
状
況
が
あ
る
の
だ

と
す
れ
ば
、
ま
ず
は
、
天
皇
と
皇
室
に
よ
る
お
び
た
だ
し
い
数
の
「
ご
公
務
」
が
何
ゆ
え
に
問
題
な
の
か
、
そ
れ
が
い
か
な
る
点
に
お
い

て
憲
法
が
禁
止
す
る
「
政
治
」
と
接
合
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
迂
遠
な
よ
う
で
も
、
説
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

戦
後
の
日
本
の
憲
法
学
に
お
い
て
、
日
本
国
憲
法
の
下
で
規
定
さ
れ
た
「
国
民
主
権
」
と
「
象
徴
天
皇
」
が
原
理
的
に
は
「
矛
盾
」
で

あ
る
と
の
認
識
は
、
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
。
同
時
に
ま
た
、
学
界
の
主
流
は
、
そ
の
矛
盾
を
解
釈
論
の
次
元
で
整
合
的
に
把
握
し
よ
う

と
も
し
て
き
た
。
こ
の
「
原
理
的
矛
盾
」
の
「
解
釈
論
的
調
和
」
を
図
る
発
想
は
、
実
定
憲
法
上
は
明
確
に
限
定
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
天
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皇
の
「
国
事
行
為
」（
四
条
一
項
、
六
条
、
七
条
）
と
、「
人
間
天
皇
」
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
不
可
避
的
に
生
じ
る
「
私
的
」
領
域
で

の
行
為
以
外
の
、
質
量
と
も
に
膨
大
な
「
事
実
上
の
活
動
」
を
「
公
的
行
為
」
と
し
て
憲
法
適
合
的
に
解
釈
す
る
途
を
開
い
た
。
そ
こ

に
、
ど
れ
ほ
ど
解
釈
方
法
論
上
の
「
規
範
統
制
」
の
戦
略
的
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
厳
然
と
存
在
す
る
「
事
実
」
を
追
認

0

0

す
る
憲
法
の
解
釈
は
、
あ
る
憲
法
規
範
を
前
提

0

0

と
し
て
重
ね
ら
れ
て
い
く
「
実
態
」
と
は
大
き
く
異
な
り
、「
統
制
」
の
精
度
を
大
き
く

低
下
さ
せ

）
32
（

る
。
こ
こ
に
、
天
皇
制
を
め
ぐ
る
戦
後
憲
法
学
の
「
躓
き
の
石
」
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
次
項
で
取
り
上
げ
る
よ

う
に
、
大
日
本
帝
国
憲
法
の
時
代
か
ら
続
く
事
実
上
の
「
元
首
」
を
天
皇
と
す
る
国
内
外
の
慣
行
に
よ
っ
て
、「
公
的
行
為
」
が
日
々
積

み
上
げ
ら
れ
て
い
く
中
で
、
日
本
の
憲
法
学
が
、
主
権
者
を
納
得
さ
せ
る
に
足
る
効
果
的
な
こ
と
ば
を
紡
げ
な
い
ま
ま
、「
不
振
」
か
ら

「
不
在
」
の
議
論
状
況
を
つ
く
り
出
し
た
こ
と
の
社
会
的
責
任
は
自
覚
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
二
）「
公
的
行
為
」
の
〝
作
為
性
”

　

憲
法
解
釈
論
上
の
「
規
範
統
制
」
の
戦
略
は
、
天
皇
の
「
公
的
行
為
」
が
「
内
閣
の
助
言
と
承
認
」
を
不
要
と
し
、
天
皇
の
意
思
の
下

に
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
事
実
に
よ
っ
て
裏
切
ら
れ
て
き

）
33
（

た
。「
公
的
行
為
」
を
介
し
て
日
々
天
皇
・
皇
室
の
姿
に
触
れ
る
国
民
の
中
に

は
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
視
覚
効
果
と
し
て
、
一
定
の
方
向
性
へ
の
「
心
理
的
傾
向
」
が
醸
成
さ
れ
て
き
た
。
山
本
議
員
は
み
ず
か
ら
の
行

動
を
「
身
勝
手
な
敬
愛
の
念
」
ゆ
え
だ
っ
た
と
述
べ
た
が
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
高
度
に
発
達
し
て
い
る
現
在
、
国
民
全
体

0

0

0

0

が
、
真
空
状

態
の
な
か
で
「
勝
手
に
」「
敬
愛
の
念
」
な
ど
持
つ
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
。
こ
の
「
作
為
性
」
は
、
天
皇
即
位
二
〇
年
を
機
に
お
こ
な

わ
れ
た
世
論
調
査
に
お
い

）
34
（

て
、
八
〇
％
以
上
が
象
徴
天
皇
制
へ
の
賛
意
を
表
明
し
、
そ
の
根
拠
と
し
て
最
も
「
意
義
あ
る
も
の
」
と
し
て

挙
げ
た
「
公
務
」
に
見
事
に
示
さ
れ
て
い
た
。
割
合
の
高
い
順
に
列
挙
さ
れ
た
「
外
国
訪
問
や
海
外
の
要
人
の
歓
迎
な
ど
の
国
際
親
善
」

（
三
二
％
）、「
障
碍
者
や
高
齢
者
、
災
害
の
被
災
者
の
激
励
」（
二
〇
％
）
そ
し
て
「
全
国
戦
没
者
追
悼
式
へ
の
出
席
な
ど
戦
争
犠
牲
者
へ

の
慰
霊
（
一
七
％
）」
は
す
べ
て
、
政
府
み
ず
か
ら
例
示
す
る
「
天
皇
陛
下
の
公
的
行
為
」
で
あ
る
。
国
事
行
為
を
挙
げ
た
回
答
者
が
わ

ず
か
九
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
は
、「
敬
意
」
を
無
自
覚
に
内
包
す
る
国
民
の
精
神
構
造
が
作
為
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
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え
）
35
（

る
。

　
「
の
み
」
と
明
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
憲
法
が
「
国
事
」
で
も
「
私
的
」
で
も
な
い
行
為
の
存
在
す
る
余
地
を
残
さ
な
い
ほ
ど
明
確

に
規
定
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
公
的
行
為
」
が
そ
の
中
間
的
な
も
の
と
し
て
、
理
論
的
に
も
事
実
上
も
容
認
さ
れ
て
き
た
事
態
は
、

こ
れ
を
憲
法
「
改
正
」
に
よ
っ
て
実
定
化
す
る
試
み
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。「
占
領
体
制
か
ら
の
脱
却
」
と
「
主
権
国
家
と
し
て
の
日

本
」
を
め
ざ
し
、
結
党
以
来
「
自
主
憲
法
制
定
」
を
党
是
と
す
る
自
由
民
主
党
は
、
二
〇
一
二
年
四
月
二
七
日
に
「
日
本
国
憲
法
改
正
草

案
」（
以
下
、「
草
案
」
と
略
記
）
を
公
表
し
た
。「
草
案
」
の
天
皇
に
関
す
る
条
項
に
よ
れ
ば
、
天
皇
を
「
元
首
」
化

）
36
（

し
（
一
条
）、
国
政

に
関
す
る
権
能
を
も
た
な
い
点
は
維
持
し
つ
つ
も
、
現
行
憲
法
が
国
事
行
為
を
厳
し
く
制
限
列
挙
し
た
「
の
み
」
の
文
言
を
外
し
（
五

条
）、「
天
皇
の
国
事
行
為
等0

」（
強
調
は
引
用
者
）
を
定
め
る
六
条
で
、「
第
一
項
及
び
第
二
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
天
皇
は
、
国
又

は
地
方
自
治
体
そ
の
他
の
公
共
団
体
が
主
催
す
る
式
典
へ
の
出
席
そ
の
他
の
公
的
な
行
為

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
行
う
」（
同
）
と
規
定
し
（
同
条
五
項
）、

「
公
的
行
為
」
を
憲
法
に
実
定
化
し
て
い
る
。
そ
の
趣
旨
に
つ
い
て
、「
草
案
」
の
解
説
書
は
、
公
的
性
格
を
も
つ
天
皇
の
行
為
が
憲
法
上

明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
た
め
に
、「
一
部
の
政
党
」
が
天
皇
の
公
的
行
為
の
違
憲
性
を
主
張
す
る
な
ど
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

「
こ
う
し
た
議
論
を
結
着
さ
せ
る

0

0

0

0

0

」（
同
）
た
め
だ
と
説
明
す

）
37
（

る
。
こ
の
点
と
併
せ
て
読
ま
れ
る
べ
き
は
、「
草
案
」
に
お
い
て
は
、
現
行

憲
法
で
は
「
尊
重
擁
護
義
務
」
を
負
う
天
皇
と
摂
政
（
九
九
条
）
が
こ
の
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
、
代
わ
っ
て
「
国
民
」
が
義
務
主
体
に
入

れ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ

）
38
（

る
。
こ
う
な
る
と
、
天
皇
以
外
の
者

0

0

0

0

0

0

が
憲
法
の
「
尊
重
擁
護
義
務
」
を
課
さ
れ
、
天
皇
は
、
憲
法
自
身
が
「
超
憲

法
的
」
と
認
め
る
存
在
に
な
り
か
ね
な

）
39
（

い
。

　

象
徴
天
皇
制
へ
の
国
民
の
圧
倒
的
な
支
持
の
根
拠
に
「
公
的
行
為
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
点
に
、
天
皇
の
「
公
的
行
為
」
に
よ
る
「
効

果
」
の
十
分
に
し
て
強
力
な
浸
透
力
が
窺
え
る
。
逆
に
言
え
ば
、
憲
法
上
厳
し
く
限
定
さ
れ
て
い
る
「
国
事
行
為
」
へ
の
言
及
の
低
さ

は
、
多
く
の
国
民
の
間
に
、
象
徴
天
皇
制
が
憲
法
の
外

0

0

0

0

の
存
在
で
あ
る
と
の
理
解
が
流
布
し
て
い
る
ふ
し
が
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
自

民
党
の
「
草
案
」
は
、
天
皇
の
「
元
首
」
化
と
併
せ
、
そ
の
よ
う
に
社
会
的
規
範
力
が
き
わ
め
て
低
い
と
こ
ろ
で
の
「
実
態
」
を
巧
み
に

掬
い
取
る
こ
と
で
、
国
民
の
な
か
に
軟
着
陸
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
踏
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
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（
三
）
人
間
象
徴
の
「
自
発
性
」
と
「
敬
意
」
の
源
泉

　

人
間
象
徴
た
る
天
皇
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
国
家
権
力
担
当
者
と
主
権
者
国
民
の
間
の
関
係
に
と
ど
ま
ら
な
い
。「
公
的
行
為
」
に
関
わ

る
天
皇
の
主
体
的
意
思

0

0

0

0

0

0

0

0

の
側
面
に
視
点
を
移
せ
ば
、
天
皇
・
皇
室
へ
の
「
敬
意
」
の
源
泉
は
、
彼
ら
の
発
言
そ
の
も
の
の
中
に
も
見
出
さ

れ
る
。
現
天
皇
が
一
二
月
一
八
日
に
二
三
日
の
誕
生
日
に
先
立
っ
て
記
者
会
見
を
お
こ
な
っ
た
際
、
八
〇
年
間
で
特
に
印
象
に
残
っ
て
い

る
こ
と
と
し
て
「
先
の
戦
争
」
を
挙
げ
た
。
そ
し
て
、
戦
後
の
連
合
国
軍
の
占
領
下
に
あ
っ
た
日
本
が
、「
平
和
と
民
主
主
義
を

0

0

0

0

0

0

0

0

、
守
る

0

0

べ
き
大
切
な
も
の
と
し
て
日
本
国
憲
法
を
作
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
様
々
な
改
革
を
行
っ
て
、
今
日
の
日
本
を
築
」（
強
調
は
引
用
者
）
き
、
日
本
国
憲
法

の
制
定
に
あ
た
っ
て
は
、「
当
時
の
知
日
派
の
米
国
人
の
協
力
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
。
ま
る
で
、「
押
し
付
け
憲
法
」
論
を

け
ん
制
す
る
か
の
ご
と
き
憲
法
観
で
あ

）
40
（

る
。
加
え
て
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
絆
と
努
力
を
称
賛
し
、
二
〇
一
三
年
に
議

論
と
な
っ
た
皇
室
の
活
動
と
政
治
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
憲
法
四
条
の
規
定
を
引
き
つ
つ
、「
こ
の
条
項
を
遵
守

0

0

0

0

0

0

0

す
る
こ
と
を

念
頭
に
お
い
て
、
私
は
天
皇
と
し
て
の
活
動
を
律
し
て
い
」
る
と
述
べ
、「
国
政
に
関
与
す
る
の
か
ど
う
か
、
判
断
の
難
し
い
場
合

0

0

0

0

0

0

0

0

」

に
、「
で
き
る
限
り
客
観
的
に
、
ま
た
法
律
的
に
、
考
え
ら
れ
る
立
場
に
あ
る
宮
内
庁
長
官
や
参
与
の
意
見
を
聴
き
」、「
今
後
と
も
憲
法

0

0

0

0

0

0

を
遵
守
す
る
立
場
に
立
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
事
に
当
た
っ
て
い
く
つ
も
り
」
で
あ
る
旨
表
明
し
た
（
い
ず
れ
も
強
調
は
引
用
者
）。

　
「
こ
れ
ら
の
こ
と
に
、
天
皇
・
皇
室
と
い
う
制
度
を
議
論
す
る
場
合
に
あ
え
て

0

0

0

目
を
背
け
て
き
た
の
で
は
な
い
か
」（
強
調
は
引
用
者
）

と
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
憲
法
学
説
の
社
会
へ
の
発
信
力
の
低
さ
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
の
は
、
憲
法
学
の
泰
斗
・
樋
口
陽
一
氏
で
あ
る
。

同
氏
は
、
天
皇
・
皇
室
が
し
ば
し
ば
表
明
す
る
発
言
の
な
か
に
、「
国
民
が
選
挙
を
通
し
た
正
規
の
政
治
的
意
思
と
し
て
国
外
に
発
出
で

き
な
い
ま
ま
で
い
る
こ
と
を
、
現
天
皇
に
発
出
し
て
も
ら
っ
て
い
る
」
点
に
注
意
を
喚
起
し
、
こ
れ
を
、「
自
然
人
と
し
て
の
人
間
を
象

徴
の
地
位
に
つ
け
た
こ
と
の
矛
盾
」
で
あ
る
と
指
摘
す

）
41
（

る
（
強
調
は
引
用
者
）。

　

天
皇
の
発
言
は
、
一
見
す
る
と
、
日
本
国
憲
法
へ
の
敵
愾
心
を
隠
さ
な
い
政
府
与
党
の
政
治
に
対
し
、
天
皇
が
「
現
行
憲
法
の
価
値
」

の
「
代
弁
者
」
と
見
紛
う
ほ
ど
の
「
護
憲
的
立
場
」
で
あ

）
42
（

る
。
こ
れ
は
、
国
会
や
内
閣
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
え
な
い
「
立
憲
政
治
」
が
、

「
人
間
象
徴
」
に
よ
っ
て
補
完
可
能
で
あ
る
と
思
う
に
は
十
分
な
説
得
性
を
有
し
て
い
る
し
、
日
本
国
憲
法
の
価
値
を
擁
護
す
る
立
場
の
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者
た
ち
の
「
心
性
」
を
も
つ
か
む
。
樋
口
氏
が
「
あ
え
て
」
と
念
を
押
す
含
意
は
、
こ
う
し
た
文
脈
の
中
で
こ
そ
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
発
現
形
態
が
、
山
本
太
郎
議
員
が
「
陛
下
へ
の
手
紙
」
事
件
で
示
し
た
「
想
い
」
と
「
行
動
」
で
あ
ろ
う
。

　

そ
う
だ
と
す
る
と
、「
国
民
主
権
」
を
定
め
た
こ
の
国
に
お
い
て
、
国
民
の
象
徴
天
皇
へ
の
「
敬
意
」
は
、「
公
的
行
為
」
を
通
じ
た
国

家
権
力
担
当
者
の
側
か
ら
の
ベ
ク
ト
ル
に
よ
っ
て
、
そ
の
輪
郭
が
与
え
ら
れ
、
天
皇
の
権
威
は
、
こ
の
行
為
を
お
こ
な
う
天
皇
自
身
が
発

す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
よ
っ
て
、
そ
の
実
体
を
得
て
い
る
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
前
者
の
ベ
ク
ト
ル
は
、
憲
法
「
外
」
の
と
こ
ろ
で
、
憲
法

「
規
範
」
の
重
み
を
「
事
実
」
に
よ
っ
て
曖
昧
化
さ
せ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
は
、
そ
の
権
威
と
と
も
に
示
さ
れ
る
日

本
国
憲
法
の
価
値
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
と
し
て
現
れ
、
国
家
権
力
に
対
抗
的
な
勢
力
を
も
包
み
込
む
。
そ
う
し
て
、「
陛
下
へ
の
手
紙
」
事
件

で
、
山
本
議
員
が
「
こ
の
方
し
か
居
な
い
」
と
示
し
た
精
神
構
造
が
、
主
権
者
国
民
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
凌
駕
す
る
「
至
高
の
存
在
」
を

求
め
る
心
性
と
し
て
結
晶
化
す
る
。
こ
の
「
神
」
を
求
め
る
主
権
者
の
「
心
性
」
こ
そ
、
主
権
原
理
の
「
日
本
的
転
換
」
が
も
た
ら
し
た

「
天
皇
制
国
民
主
権
」
のsui generis
な
性
格
を
つ
く
り
出
す
こ
と
に
な
る
。

お
わ
り
に
─
─
「
君
主
制
」
を
め
ぐ
る
〝
歴
史
”
と
〝
比
較
”

　

我
々
は
、
本
稿
冒
頭
で
紹
介
し
た
「
比
較
憲
法
セ
ミ
ナ
ー
」
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
「
日
本
ス
ペ
イ
ン
交
流
四
〇
〇
年
」
の
中
か
ら
、

君
主
制
の
「
現
在
の
あ
り
よ
う
」
と
「
今
後
の
あ
る
べ
き
姿
」
へ
と
思
考
を
め
ぐ
ら
す
た
め
に
有
効
な
、
二
つ
の
方
法
的
座
標
軸
│
│

「
四
〇
〇
年
」
と
い
う
〝
歴
史
”
の
文
脈
と
「
日
本‒

ス
ペ
イ
ン
」
と
い
う
〝
比
較
”
の
観
点
│
│
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
比
較
憲
法
セ
ミ
ナ
ー
」
と
い
う
時
間
的
に
も
限
ら
れ
た
学
問
的
交
流
の
空
間
の
中
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
表
題
が
示
し

て
い
た
よ
う
に
、
ス
ペ
イ
ン
か
ら
の
眼
に
は
、
日
本
も
「
同
じ
君
主
制
」
と
映
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
ス
ペ
イ
ン
の

憲
法
学
者
が
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
ら
に
と
っ
て
の
「
君
主
」
と
は
、
時
に
「
虚
位
」
に
も
な
る
動
態
的
存
在
と
し
て
の
制
度
で
あ
る
。

「
議
会
君
主
制
」
の
「
合
理
化
」
が
強
調
さ
れ
、「
君
主
制
」
を
も
は
や
「
共
和
制
」
と
の
二
者
択
一
の
制
度
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
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立
論
が
可
能
と
な
る
背
景
に
は
、
そ
う
し
た
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
性
格
に
由
る
と
こ
ろ
が
大
き

）
43
（

い
。「
比
較
憲
法
セ
ミ
ナ
ー
」
に
合
わ

せ
る
か
の
よ
う
に
生
じ
た
「
陛
下
へ
の
手
紙
」
事
件
は
、
ま
っ
た
く
の
偶
然
と
は
い
え
、
両
国
の
「
君
主
制
」
の
制
度
的
側
面
の
共
通
点

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ま
り
に
も
異
な
る
互
い
の
「
実
態
」
の
相
互
理
解
が
難
し
い
こ
と
を
示
し
て
い
た
。

　

さ
て
、「
歴
史
的
文
脈
」
と
「
比
較
研
究
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
憲
法
学
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
前
者
に
つ
い
て
は
、

現
行
憲
法
が
定
め
る
「
象
徴
天
皇
制
」
を
、
少
な
く
と
も
大
日
本
帝
国
憲
法
以
前
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
わ
ず

か
な
例
を
別
と
す
れ

）
44
（

ば
、
少
な
か
っ
た
。
大
日
本
帝
国
憲
法
以
前
の
「
前
近
代
」
と
の
「
断
絶
」
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の

「
近
代
立
憲
主
義
」
の
意
義
を
際
立
た
せ
る
視
点
が
主
流
で
あ
っ
た
憲
法
学
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
そ
う
で
あ
っ

）
45
（

た
。
他
方
、「
比
較
研

究
」
の
面
に
お
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
研
究
の
な
か
で
ス
ペ
イ
ン
に
言
及
す
る
も
の
も
あ
る

）
46
（

が
、
学
問
の
性
質
上
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
君
主
制
を
採
用
す
る
諸
外
国
の
制
度
比
較
の
側
面
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
射
程
は
、
当
該
制
度
を
支
え
る

精
神
構
造
や
心
性
に
ま
で
は
及
び
よ
う
も
な
く
、
現
時
点
か
ら
見
れ
ば
、
や
は
り
不
十
分
さ
は
否
め
な
い
。

　

四
〇
〇
年
前
に
は
す
で
に
、
日
本
に
も
ス
ペ
イ
ン
に
も
今
日
の
「
君
主
」
に
連
な
る
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
想
起
す
る

必
要
が
あ
る
。
た
と
え
、
現
在
の
「
象
徴
天
皇
制
」
の
淵
源
が
大
日
本
帝
国
憲
法
に
求
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
以
前

0

0

に
お
け
る
天
皇

の
消
長
を
、
ス
ペ
イ
ン
系
君
主
体
制
（M

onarquía hispánica

）
の
下
に
生
き
た
者
た
ち
の
視
点
を
借
り
な
が
ら
明
ら
か
に
す
る
「
大

航
海
時
代
」
を
射
程
に
入
れ
た
研
究
は
、
現
在
の
「
日
本
の
君
主
制
」
を
相
対
化
し
て
い
く
手
が
か
り
を
与
え
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て

ス
ペ
イ
ン
と
の
比
較
は
、
こ
の
国
が
わ
ず
か
に
有
し
た
「
共
和
制
」
の
歴
史
的
経
験
の
重
要
さ
を
示
し
て
い

）
47
（

る
。「
日
本
の
君
主
制
」
に

と
っ
て
は
徹
頭
徹
尾
完
全
な
「
異
形
」
で
あ
り
続
け
て
い
る
「
共
和
制
」
こ
そ
、
実
は
、
比
較
の
対
象
と
し
て
有
効
た
り
う
る
だ
ろ

）
48
（

う
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、「
陛
下
へ
の
手
紙
」
事
件
に
示
さ
れ
た
日
本
社
会
の
発
想
と
心
性
は
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
、
憲
法
規
定
と
切
り
結

ぶ
こ
と
は
な
い
。
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注（
1
） 

こ
の
用
語
に
つ
い
て
は
、
憲
法
上
の
根
拠
が
不
分
明
な
ま
ま
、「
公
的
活
動
」
に
深
く
関
わ
る
皇
室
の
「
外
国
訪
問
」
を
、
ペ
ル
ー
の
「
日
系
」

概
念
か
ら
取
り
上
げ
た
、
川
畑
博
昭
「『
国
境
』
に
お
け
る
天
皇
制
│
│
ペ
ル
ー
『
日
系
』
概
念
か
ら
の
皇
室
の
『
国
際
親
善
』」
上
川
通
夫
・
愛
知

県
立
大
学
日
本
文
化
学
部
歴
史
文
化
学
科
編
『
国
境
の
歴
史
文
化
』（
清
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）、
特
に
八
〜
一
〇
頁
（
の
ち
に
、「
比
較
憲
法
学
か

ら
み
た
『
天
皇
制
国
民
主
権
』
の
課
題
│
『
血
の
結
合
』
か
ら
『
地
の
結
合
』
へ
│
」
と
改
題
し
、
必
要
最
小
限
の
補
訂
を
お
こ
な
っ
て
再
録
し

た
、
川
畑
博
昭
『
共
和
制
憲
法
原
理
の
な
か
の
大
統
領
中
心
主
義
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
三
年
）
で
は
一
九
三
〜
一
九
六
頁
。
な
お
、
以
下
の

引
用
は
同
書
に
よ
る
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
） 

見
田
宗
介
「
鏡
の
中
の
現
代
社
会
」『
見
田
宗
介
著
作
集
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
）、
一
〜
一
八
頁
。

（
3
） 

厳
密
に
は
、
ス
ペ
イ
ン
は
近
代
憲
法
制
定
以
後
に
二
度
の
「
共
和
制
」
を
経
験
し
て
お
り
、
一
切
の
断
絶
を
伴
わ
な
い
意
味
で
の
「
維
持
」
で
は

な
い
。
こ
の
点
を
概
観
す
る
も
の
と
し
て
、
川
成
洋
・
奥
島
孝
康
編
『
ス
ペ
イ
ン
の
政
治
│
│
議
会
君
主
制
の
「
自
治
国
家
」』（
早
稲
田
大
学
出
版

部
、
一
九
九
八
年
）、
一
三
〜
四
一
頁
（
川
成
洋
執
筆
担
当
「
第
一
章 

激
動
の
二
〇
世
紀
後
半
」）
を
参
照
。

（
4
） 

周
知
の
と
お
り
、
ス
ペ
イ
ン
は
一
五
世
紀
に
国
家
統
一
を
果
た
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
初
の
国
民
で
あ
る
（Cf. Joaquín M

aurín, La 
revolución española: D

e la m
onarquía absoluta a la revolución socialista, Editorial Anagram

a, Barcelona, 1977, p. 5 
ff.

）。
併
せ
て
、
一
五
世
紀
末
の
国
家
統
一
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
ス
ペ
イ
ン
の
王
権
を
通
史
的
に
取
り
上
げ
る
日
本
語
の
文
献
と
し
て
、
参

照
、
川
成
洋
・
坂
東
省
次
・
桑
原
真
夫
『
ス
ペ
イ
ン
王
権
史
』（
中
公
選
書
、
二
〇
一
三
年
）。
そ
し
て
日
本
で
も
ま
た
、
同
時
期
の
戦
国
時
代
か
ら

近
世
初
頭
に
か
け
て
、
国
家
が
統
一
さ
れ
た
こ
と
も
想
起
さ
れ
て
よ
い
。

（
5
） 

同
研
究
所
は
こ
の
セ
ミ
ナ
ー
の
成
果
に
三
本
の
寄
稿
論
文
を
加
え
た
も
の
を
、
特
別
装
丁
版
（Instituto Internacional de Ciencias 

Políticas, Sem
inario de D

erecho Constitucional Com
parado LA

 M
O
N
A
RQ

U
ÍA
 ESPA

Ñ
O
LA

 Y LA
 M

O
N
A
RQ

IÍA
 

JA
PO

N
ESA

, M
adrid, Palacio del Senado, 11 de noviem

bre de 2003, M
adrid, 2014

）
と
し
て
公
刊
し
、
二
〇
一
四
年
一
月
八
日

に
、
ス
ペ
イ
ン
・
エ
ル
・
パ
ル
ド
王
宮
内
の
ラ
・
サ
ル
ス
エ
ラ
宮
殿
に
て
ス
ペ
イ
ン
・
フ
ェ
リ
ペ
皇
太
子
に
捧
呈
し
、
セ
ミ
ナ
ー
の
報
告
を
お
こ

な
っ
た
。
筆
者
も
同
席
し
た
同
報
告
会
に
つ
い
て
は
、
ス
ペ
イ
ン
王
宮
府
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w.casareal.es/ES/Actividades/

Paginas/actividades_actividades_detalle.aspx?data =11763

﹇
二
〇
一
四
年
一
月
一
一
日
確
認
﹈）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
筆
者
に
与

え
ら
れ
て
い
た
テ
ー
マ
は
、「
一
九
四
七
年
憲
法
に
お
け
る
日
本
の
君
主
制
（La M

onarquía Japonesa en la Constitución de 1947

）」
と
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題
す
る
も
の
で
、
日
本
国
憲
法
が
規
定
す
る
天
皇
と
立
法
・
行
政
・
司
法
の
三
権
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

 

　

な
お
、
同
版
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
講
演
記
録
の
タ
イ
ト
ル
と
当
日
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
タ
イ
ト
ル
が
一
致
し
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、

講
演
者
に
よ
っ
て
は
、
セ
ミ
ナ
ー
終
了
後
の
原
稿
提
出
段
階
で
、
タ
イ
ト
ル
と
内
容
の
改
訂
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、

講
演
タ
イ
ト
ル
に
続
け
て
、
論
稿
の
タ
イ
ト
ル
を
【　

】
で
示
し
て
あ
る
。

（
6
） 
と
い
う
の
も
、
セ
ミ
ナ
ー
に
お
け
る
ス
ペ
イ
ン
側
の
講
演
者
の
間
に
は
、
こ
れ
か
ら
の
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
君
主
制
の
「
存
在
意
義
」
を
擁
護
す

る
論
調
が
支
配
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
7
） El País 8 de enero de 2014, M

adrid.
 

 

参
考
ま
で
に
付
言
す
れ
ば
、
日
本
で
は
天
皇
に
対
す
る
民
事
裁
判
権
に
つ
い
て
、
最
高
裁
が
「
天
皇
は
日
本
の
象
徴
で
あ
り
日
本
国
民
統
合
の
象

徴
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
天
皇
に
は
民
事
裁
判
権
が
及
ば
な
い
」
と
判
旨
し
て
い
る
（
最
小
判
一
九
八
九
年
一
〇
月
二
〇
日
民
集
第
四
三
巻
一

〇
号
一
一
六
〇
頁
）。
他
方
、
皇
后
に
つ
い
て
は
、「
日
本
赤
十
字
社
名
誉
総
裁
奉
戴
不
存
在
確
認
訴
訟
」
で
、
高
裁
が
「
わ
が
国
の
民
事
裁
判
権

は
、
原
則
と
し
て
わ
が
国
内
に
い
る
す
べ
て
の
人
に
及
ぶ
の
で
あ
り
、
皇
后
が
日
本
国
の
象
徴
で
あ
り
、
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
で
あ
る
天
皇
配
偶

者
で
あ
る
こ
と
は
、
皇
后
に
対
す
る
民
事
裁
判
権
を
否
定
す
べ
き
理
由
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
他
に
こ
れ
を
否
定
す
べ
き
特
段
の
理
由
な
い
し
根

拠
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
事
例
が
あ
る
（
東
京
高
裁
判
昭
和
五
一
年
九
月
二
八
日
東
高
民
時
報
二
七
巻
九
号
二
一
七
頁
）。
以
上
の
点
に
つ
い
て

は
、
参
照
、
水
島
朝
穂
「
天
皇
と
民
事
裁
判
権
」
高
橋
和
之
・
長
谷
部
恭
男
・
石
川
健
治
編
『
憲
法
判
例
百
選
Ⅱ
』﹇
第
五
版
﹈（
有
斐
閣
、
二
〇
〇

七
年
）、
三
七
〇
〜
三
七
一
頁
。
と
は
い
え
、
実
際
に
、
日
本
の
裁
判
所
が
ス
ペ
イ
ン
の
よ
う
な
判
断
を
下
し
う
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
で
あ
る
。

（
8
） 

「
政
治
利
用

0

0

」
と
の
関
わ
り
で
は
、
天
皇
・
皇
室
は
常
に
「
客
体
」
と
し
て
現
れ
る
が
、
天
皇
・
皇
室
が
時
折
「
主
体
」
と
し
て
発
す
る
メ
ッ

セ
ー
ジ
も
、「
政
治
効
果

0

0

」
の
観
点
か
ら
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
関
す
る
筆
者
の
考
え
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
、
川
畑
博
昭

「
ス
ペ
イ
ン
で
考
え
た
象
徴
天
皇
制
│
│
『
政
治
か
ら
の
隔
離
』
の
困
難
さ
」（
二
〇
一
三
年
一
一
月
二
〇
日
付
『
朝
日
新
聞
』
朝
刊
）。

（
9
） 

二
〇
一
三
年
一
一
月
一
四
日
に
宮
内
庁
が
発
表
し
た
「
今
後
の
御
陵
及
び
御
喪
儀
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
お
気
持
ち
」（
二

〇
一
三
年
一
一
月
一
五
日
〇
〇
時
二
三
分
付
『
朝
日
新
聞
』
デ
ジ
タ
ル
版
）
で
は
、
天
皇
が
「
皇
室
の
歴
史
の
中
に
、
御
陵
の
営
建
や
葬
儀
に
関

し
、
人
々
に
過
重
な
負
担
を
課
す
る
こ
と
を
望
ま
な
い
と
の
考
え
方
が
古
く
よ
り
あ
」
り
、「
こ
れ
か
ら
の
御
陵
や
御
葬
送
全
体
に
つ
い
て
も
、
極

力
国
民
生
活
へ
の
影
響
の
少
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
気
持
ち
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
報
じ
ら
れ
た
。

（
10
） 

こ
の
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
侵
略
に
対
抗
し
て
、
一
八
一
二
年
に
ス
ペ
イ
ン
南
部
の
カ
デ
ィ
ス
で
制
定
さ
れ
た
憲
法
に
は
、
制
定
段
階
で
南
米
植
民
地
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か
ら
の
代
表
が
参
加
し
、
独
立
以
前
の
南
米
植
民
地
で
も
国
家
の
基
本
法
と
し
て
施
行
さ
れ
た
。

（
11
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
北
原
仁
「
ス
ペ
イ
ン
の
議
会
制
│
│
歴
史
的
素
描
」
浦
田
一
郎
・
只
野
正
人
編
『
議
会
の
役
割
と
憲
法
原

理
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
八
年
）、
三
〜
二
六
頁
を
参
照
。

（
12
） 
「
君
主
制
」
を
「
所
与
」
と
見
る
の
か
「
選
択
」
の
対
象
と
見
る
の
か
に
つ
て
、
日
本
と
ス
ペ
イ
ン
の
違
い
に
関
す
る
筆
者
の
見
解
を
述
べ
た
も

の
と
し
て
、
川
畑
博
昭
「
ス
ペ
イ
ン
か
ら
眺
め
た
日
本
の
象
徴
天
皇
制
│
│
『
在
る
』
の
か
『
選
び
取
る
』
の
か
」（
二
〇
一
三
年
一
二
月
二
〇
日

付
『
中
日
新
聞
』
夕
刊
）。

（
13
） 

以
下
の
ア
ラ
ゴ
ン
氏
の
見
解
は
、M

anuel Aragón Reyes, 
“La M

onarquía en la Constitución española ”, en Instituto 
Internacional de Ciencias Políticas, op. cit., pp. 41 ‒47

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
講
演
原
稿
に
拠
っ
て
い
る
。

（
14
） 

彼
は
こ
の
点
に
、
明
文
憲
法
よ
り
は
慣
習
に
基
づ
く
英
国
に
代
表
さ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
君
主
制
と
の
相
違
と
、
ス
ペ
イ
ン
と
日
本
の
共
通

点
を
見
る
（M

anuel Aragón Reyes, op. cit., p. 43

）。

（
15
） 

ロ
ビ
ー
ラ
氏
の
見
解
に
つ
い
て
も
、Antonio Rovira Viñas, 

“¿M
onarquía o República? ”, en Instituto Internacional de 

Ciencias Políticas, op. cit., pp. 48 ‒52

に
掲
載
の
講
演
原
稿
に
拠
る
。

（
16
） 

ロ
ビ
ー
ラ
氏
自
身
、
セ
ミ
ナ
ー
で
の
講
演
で
は
、
こ
の
「
政
治
的
」
の
用
語
の
曖
昧
さ
・
不
分
明
さ
に
注
意
を
喚
起
し
て
い
た
。

（
17
） 

こ
の
点
に
関
す
る
代
表
的
な
研
究
と
し
て
、
参
照
、
渡
辺
治
『
戦
後
政
治
史
の
中
の
天
皇
制
』（
青
木
書
店
、
一
九
九
〇
年
）、
同
『
日
本
の
大
国

化
と
ネ
オ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
形
成
』（
桜
井
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
18
） 

二
〇
一
三
年
一
一
月
一
日
付
『
朝
日
新
聞
』
朝
刊
が
報
じ
た
山
本
太
郎
参
議
院
議
員
の
発
言
。

（
19
） 

園
遊
会
に
つ
い
て
の
宮
内
庁
の
説
明
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
天
皇
皇
后
両
陛
下
は
、
衆
・
参
両
院
の
議
長
・
副
議
長
・
議

員
、
内
閣
総
理
大
臣
、
国
務
大
臣
、
最
高
裁
判
所
長
官
・
判
事
、
そ
の
他
の
認
証
官
な
ど
立
法
・
行
政
・
司
法
各
機
関
の
要
人
、
都
道
府
県
の
知

事
・
議
会
議
長
、
市
町
村
の
長
・
議
会
議
長
、
各
界
功
績
者
と
そ
れ
ぞ
れ
の
配
偶
者
約
二
〇
〇
〇
人
を
お
招
き
に
な
っ
て
、
親
し
く
お
話
し
に
な
っ

て
い
ま
す
。
皇
太
子
同
妃
両
殿
下
は
じ
め
皇
族
方
が
出
席
さ
れ
る
ほ
か
、
春
の
園
遊
会
に
は
、
各
国
の
外
交
使
節
団
の
長
以
下
の
外
交
官
・
各
国
の

領
事
館
の
長
と
そ
の
配
偶
者
・
令
嬢
も
招
待
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
各
界
功
績
者
は
、
産
業
・
文
化
・
芸
術
・
社
会
事
業
な
ど
の
分
野
で
功
労
の
あ
っ

た
人
で
す
」（
同
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
：http://w

w
w.kunaicho.go.jp/about/gokom

u/kyuchu/enyukai/enyukai.htm
l

）﹇
二
〇
一
三
年
一

二
月
二
九
日
閲
覧
﹈。
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（
20
） 

二
〇
一
三
年
一
〇
月
三
一
日
二
一
時
五
〇
分
付
『
朝
日
新
聞
』
デ
ジ
タ
ル
版
の
掲
載
記
事
。

（
21
） 

山
本
太
郎
参
議
院
議
員
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://taro-yam

am
oto.jp/

）﹇
二
〇
一
三
年
一
二
月
二
十
日
閲
覧
﹈。
な
お
同
議
員
は
、「
事
件
」

の
最
中
に
は
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
た
│
│
「
本
当
に
切
羽
詰
っ
た
状
況
の
中
、
ど
う
や
っ
て
子
ど
も
た
ち
を
守
れ
る
の
か
、
と
い
う
部
分
に

お
い
て
実
情
を
お
伝
え
す
る
こ
と
は
、
こ
の
国
に
住
む
者
と
し
て
、
情
報
を
お
伝
え
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
や
っ
ぱ
り
あ
ふ
れ
出
た
も
の
」
な
の

で
あ
っ
て
、
政
治
問
題
で
は
な
く
、「
そ
れ
以
前
の
問
題
だ
。
…
（
中
略
）
…
も
し
も
僕
が
本
当
に
天
皇
陛
下
を
政
治
利
用
し
て
、
自
分
の
発
言
に

対
し
て
注
目
を
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
天
皇
陛
下
に
宛
て
た
手
紙
の
内
容
を
す
で
に
メ
デ
ィ
ア
に
公
開
し
て
い
る
」
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
く
、「
本
当
に
自
分
の
気
持
ち
、
自
分
の
思
い
と
い
う
も
の
を
天
皇
陛
下
に
対
し
て
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
…
（
中

略
）
…
こ
れ
は
お
そ
ら
く
立
場
、
身
分
と
い
う
も
の
を
超
越
し
て
、
や
は
り
こ
の
国
に
生
き
る
も
の
、
こ
の
星
に
生
き
る
も
の
の
一
人
と
し
て
、
生

命
体
の
一
つ
と
し
て
、
全
て
の
も
の
が
向
き
合
わ
な
き
ゃ
い
け
な
い
問
題
」
で
あ
る
が
、「
で
も
常
識
的
に
考
え
て
、
陛
下
に
対
し
て
お
手
紙
を
お

渡
し
す
る
と
い
う
行
為
は
失
礼
に
当
た
る
か
も
知
れ
な
い
」（
二
〇
一
三
年
一
〇
月
三
一
日
二
一
時
五
〇
分
付
『
朝
日
新
聞
』
デ
ジ
タ
ル
版
）。

（
22
） 

五
百
旗
頭
真
監
修
・
取
材
『
日
本
国
憲
法
を
生
ん
だ
密
室
の
九
日
間
』（
一
九
九
二
年
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
工
房
制
作
Ｄ
Ｖ
Ｄ
）
の
中
の
、
横
内

正
に
よ
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
一
節
。

（
23
） 

二
〇
一
三
年
一
一
月
二
日
付
『
朝
日
新
聞
』
朝
刊
。

（
24
） 

二
〇
一
三
年
一
一
月
一
日
付
『
朝
日
新
聞
』
夕
刊
。

（
25
） 

二
〇
一
三
年
一
一
月
二
日
付
『
朝
日
新
聞
』
朝
刊
。

（
26
） 

同
上
。

（
27
） 

二
〇
一
三
年
一
一
月
一
日
付
『
朝
日
新
聞
』
夕
刊
。

（
28
） 

も
と
よ
り
、
国
政
に
関
す
る
権
能
を
有
し
な
い
の
は
天
皇
（
と
摂
政
）
で
あ
っ
て
、「
皇
室
」
の
「
ご
公
務
」
に
つ
い
て
は
憲
法
が
一
切
規
定
し

て
い
な
い
以
上
、
本
来
、「
皇
室
の

0

0

0

政
治
利
用
」
は
問
題
と
し
て
浮
上
す
る
余
地
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
、
皇
室
も
、

お
び
た
だ
し
い
数
の
「
ご
公
務
」
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、「
政
治
か
ら
の
天
皇
の
隔
離
」
は
皇
室
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
29
） 

こ
れ
に
問
題
認
識
じ
た
い
が
、
一
つ
の
違
和
感
で
以
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
、
タ
ブ
ー
と
さ
え
見
な
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、「
若
者
」
の
タ
ブ
ー
意
識
や
「
左
派
」
の
天
皇
依
存
感
情
を
鋭
く
指
摘
し
た
映
画
監
督
・
作
家
の
森
達
也
氏
に
よ
る
「
内
な
る
天
皇
制
」
二
〇

一
三
年
一
一
月
二
七
日
付
『
朝
日
新
聞
』
朝
刊
「
オ
ピ
ニ
オ
ン
」
紙
面
を
参
照
。
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（
30
） 

横
田
耕
一
「
象
徴
天
皇
制
と
憲
法
学
」
憲
法
理
論
研
究
会
編
『
憲
法
理
論
草
書
21 

変
動
す
る
社
会
と
憲
法
』（
敬
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）、
一
一

三
〜
一
二
六
頁
。
ま
た
、
同
「
長
谷
川
正
安
の
『
象
徴
天
皇
制
論
』
簡
見
」
杉
原
泰
雄
・
樋
口
陽
一
・
森
英
樹
編
『
長
谷
川
正
安
先
生
追
悼
論
集 

戦
後
法
学
と
憲
法
│
│
歴
史
・
現
状
・
展
望
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
二
年
）、
七
五
七
〜
七
七
〇
頁
も
参
照
。

（
31
） 
横
田
、
前
掲
論
文
（
二
〇
一
三
年
）、
一
二
五
頁
。

（
32
） 
こ
の
点
に
関
し
て
、
長
谷
部
恭
男
『
憲
法
』（
第
四
版
）（
新
世
社
、
二
〇
〇
八
年
）、
八
八
頁
は
、「
天
皇
に
象
徴
と
し
て
の
地
位
が
認
め
ら
れ
て

い
る
限
り
、
象
徴
と
し
て
の
色
彩
を
帯
び
る
行
為
が
事
実
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
制
約
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
」
と
す
る
。
そ
う
し
た
「
事
実
」

が
政
府
（
宮
内
庁
）
に
よ
っ
て
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
指
摘
は
正
当
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
本
稿
は
、「
国
民
主
権
」
を

実
質
化
す
る
観
点
か
ら
、
そ
れ
ら
の
事
実
に
「
接
す
る
」
国
民
の
側
の
認
識
の
あ
り
よ
う
を
問
う
こ
と
で
、
こ
の
困
難
性
を
克
服
す
る
突
破
口
を
探

ろ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

（
33
） 

「
公
的
行
為
」
を
認
め
る
「
三
行
為
」
の
論
者
は
、
そ
こ
に
も
国
事
行
為
と
同
様
の
「
内
閣
の
助
言
と
承
認
」（
日
本
国
憲
法
三
条
）
を
介
在
さ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
主
権
に
基
づ
く
規
範
統
制
を
図
る
こ
と
を
ね
ら
っ
て
い
た
。
し
か
し
一
九
七
三
年
に
田
中
角
栄
首
相
が
、
公
的
行
為
は
国

事
行
為
で
は
な
い
の
で
助
言
・
承
認
の
必
要
は
な
く
、
天
皇
の
意
思
を
も
と
に
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
答
弁
し
、
歴
代
の
内
閣
法
制
局
長
官
も

同
様
の
見
解
を
示
し
て
き
た
（
衆
議
院
憲
法
調
査
会
事
務
局
平
成
一
五
年
二
月
『
象
徴
天
皇
制
に
関
す
る
基
礎
的
資
料
│
│
最
高
法
規
と
し
て
の
憲

法
の
あ
り
方
に
関
す
る
調
査
小
委
員
会
』（
平
成
一
五
年
二
月
六
日
及
び
三
月
六
日
の
参
考
資
料
・
衆
憲
資
第
一
三
号
））。
直
近
で
は
、
中
国
の
習

近
平
副
首
相
（
当
時
）
の
天
皇
訪
問
で
政
治
利
用
の
批
判
が
相
次
い
だ
際
、
当
時
の
民
主
党
政
権
が
二
〇
一
〇
年
二
月
二
五
日
に
発
表
し
た
天
皇
の

公
的
行
為
に
関
す
る
見
解
で
も
、
同
旨
の
内
容
が
繰
り
返
さ
れ
た
。

（
34
） 

加
藤
元
宣
「
平
成
の
皇
室
観
〜
『
即
位
二
〇
年　

皇
室
に
関
す
る
意
識
調
査
か
ら
』
〜
」
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
文
化
研
究
所
編
『
放
送
研
究
と
調
査
』

（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
一
〇
年
二
月
号
）、
二
〇
〜
二
七
頁
。

（
35
） 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
川
畑
、
前
掲
書
（
二
〇
一
三
年
）、
一
八
九
〜
一
九
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
36
） 

「
元
首
」
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て
、
樋
口
陽
一
『
い
ま
「
憲
法
改
正
」
を
ど
う
考
え
る
か
│
│
「
戦
後
日
本
」
を
「
保
守
」
す
る
こ
と
の
意
味
』

（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）、
一
一
一
〜
一
一
三
頁
は
、
世
俗
化
と
捉
え
、「
草
案
」
の
時
代
錯
誤
性
を
指
摘
す
る
。
こ
の
批
判
の
戦
略
的
意
義
は

首
肯
し
う
る
と
し
て
も
、
日
本
社
会
に
つ
い
て
の
本
稿
の
認
識
か
ら
す
れ
ば
、
か
つ
て
芦
部
信
喜
氏
が
、「
わ
が
国
で
は
、
元
首
と
い
う
概
念
そ
れ

自
体
が
何
ら
か
の
実
質
的
な
権
限
を
含
む
も
の
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
き
た
」〔
芦
部
信
喜
・
高
橋
和
之
補
訂
『
憲
法
』（
第
五
版
）（
岩
波
書
店
、
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二
〇
一
一
年
）〕、
四
七
〜
四
八
頁
〕
と
指
摘
し
て
い
た
こ
と
が
、
依
然
と
し
て
妥
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。

（
37
） 

参
照
、
自
由
民
主
党
憲
法
改
正
推
進
本
部
『
日
本
国
憲
法
改
正
草
案
Ｑ
＆
Ａ
』（
二
〇
一
二
年
一
〇
月
）。

（
38
） 

天
皇
の
「
元
首
化
」
と
憲
法
尊
重
擁
護
義
務
か
ら
の
「
解
禁
」
を
、
共
和
制
と
の
比
較
に
お
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
川
畑
博
昭
「
ペ
ル
ー
憲

法
史
と
日
本
国
憲
法
」
歴
史
科
学
協
議
会
編
集
『
歴
史
評
論
』（
二
〇
一
四
年
六
月
号
・
校
正
中
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
39
） 
自
民
党
の
「
草
案
」
に
お
け
る
国
防
軍
の
創
設
に
関
し
、
そ
れ
と
天
皇
の
権
威
と
の
結
び
つ
き
を
検
討
し
た
青
井
美
帆
氏
は
、「
い
く
ら
憲
法
で

『
こ
の
憲
法
の
定
め
る
国
事
に
関
す
る
行
為
の
み

0

0

を
行
（
う
）』
と
し
た
の
で
あ
っ
て
も
」（
強
調
は
原
文
）、
事
実
上
の
行
為
は
も
と
よ
り
、「
皇
室

外
交
」
の
役
割
が
定
着
し
て
く
る
な
か
で
、「
天
皇
は
、
法
を
飛
び
越
え
て
直
接
的
に
権
威
を
発
し
て
し
ま
う
、
そ
も
そ
も
、
そ
う
い
う
存
在
な
の

だ
」
と
述
べ
る
（
青
井
美
帆
「
国
防
軍
の
創
設
を
考
え
る
│
│
私
た
ち
の
自
由
の
観
点
か
ら
」
奥
平
康
弘
・
愛
敬
浩
二
・
青
井
美
帆
編
『
改
憲
の
何

が
問
題
か
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）、
九
頁
。

（
40
） 

宮
内
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
記
者
会
見
全
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（http://w

w
w.kunaicho.go.jp/okotoba/01/kaiken/kaiken-h25e.htm

l

﹇
二
〇
一
四
年
一
月
二
日
閲
覧
﹈）。

（
41
） 

樋
口
陽
一
『
い
ま
、
憲
法
は
「
時
代
遅
れ
」
か
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
〇
年
）、
特
に
一
五
二
〜
一
五
三
頁
。

（
42
） 

皇
后
は
天
皇
の
二
ヶ
月
前
の
二
〇
一
三
年
一
〇
月
二
〇
日
の
誕
生
日
に
際
し
て
、
宮
内
記
者
会
の
質
問
に
文
書
で
回
答
し
た
（
宮
内
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
回
答
全
文
掲
載
（http://w

w
w.kunaicho.go.jp/okotoba/01/kaiken/gokaito-h25sk.htm

l

﹇
二
〇
一
四
年
一
月
二
日
閲
覧
﹈）。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
年
間
で
印
象
に
残
っ
た
こ
と
と
し
て
、
東
日
本
大
震
災
や
福
島
第
一
原
発
事
故
、
さ
ら
に
は
竜
巻
や
台
風
に
よ
る
「
被
災
者
」

へ
の
想
い
の
他
に
、「
五
月
の
憲
法
記
念
日
を
は
さ
み
、
今
年
は
憲
法
を
め
ぐ
り
、
例
年
に
増
し
て
盛
ん
な
議
論
が
取
り
交
わ
さ
れ
」、
大
日
本
帝
国

憲
法
制
定
時
の
い
わ
ゆ
る
「
私
擬
憲
法
」
の
一
つ
で
あ
る
五
日
市
憲
法
草
案
に
つ
い
て
、
自
由
・
権
利
保
障
の
先
駆
性
に
ふ
れ
つ
つ
、「
近
代
日
本

の
黎
明
期
に
生
き
た
人
々
の
、
政
治
参
加
へ
の
強
い
意
欲
や
、
自
国
の
未
来
に
か
け
た
熱
い
願
い
に
ふ
れ
、
深
い
感
銘
を
覚
え
」、「
長
い
鎖
国
を
経

た
十
九
世
紀
末
の
日
本
で
、
市
井
の
人
々
の
間
に
既
に
育
っ
て
い
た
民
権
意
識
を
記
録
す
る
も
の
」
と
表
明
し
た
。
お
よ
そ
現
在
の
国
家
権
力
担
当

者
か
ら
は
、
耳
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
の
権
利
感
覚
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
川
畑
、
前
掲
注（
8
）の
論
考
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
43
） 

セ
ミ
ナ
ー
に
際
し
て
渡
航
し
た
際
、
ス
ペ
イ
ン
の
研
究
者
仲
間
に
「
陛
下
へ
の
手
紙
」
事
件
に
つ
い
て
話
す
と
、
彼
ら
は
揃
っ
て
不
可
解
な
反
応

を
示
し
た
。
ス
ペ
イ
ン
君
主
制
の
下
に
生
き
る
者
に
と
っ
て
は
度
し
難
い
、
君
主
制
の
「
も
う
一
つ
」
の
実
態
で
あ
る
。

（
44
） 

例
え
ば
、
水
林
彪
『
天
皇
制
史
論 

本
質
・
起
源
・
展
開
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）。
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（
45
） 

こ
の
点
に
対
す
る
批
判
的
見
地
か
ら
、「
大
航
海
時
代
」
に
お
け
る
主
権
概
念
に
含
ま
れ
る
「
抗
議
性
」
の
日
本
へ
の
伝
来
可
能
性
を
明
ら
か
に

し
た
試
み
と
し
て
、
川
畑
博
昭
「
大
航
海
時
代
イ
ベ
リ
ア
文
書
に
お
け
る
『
人
民
主
権
』
の
原
理
的
意
味 

│
│
『
近
代
法
』
再
考
の
た
め
の
『
主

権
』
の
『
抗
議
性
』
の
復
権
の
た
め
の
覚
書
」『
愛
知
県
立
大
学
文
字
文
化
財
研
究
所
年
報
』
第
六
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）、
一
〜
二
三
頁
を
参
照

さ
れ
た
い
。

（
46
） 
主
な
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
佐
藤
功
『
君
主
制
の
研
究
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
五
七
年
）、
同
「
君
主
制
と
共
和
制
│
│
君
主
制
的
な
も
の
と

共
和
制
的
な
も
の
│
│
」
田
中
二
郎
編
『
日
本
国
憲
法
体
系 

第
三
巻 

統
治
の
原
理
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
三
年
）、
一
〜
四
七
頁
の
ほ
か
、
榎
原
猛

「
共
和
国
に
お
け
る
君
主
制
度
」
京
都
大
学
憲
法
研
究
会
編
『
大
石
義
雄
博
士
還
暦
記
念
論
文
集 

世
界
各
国
の
憲
法
制
度
』（
有
信
堂
、
一
九
六
六

年
）、
一
〜
二
七
頁
、
同
『
君
主
制
の
比
較
憲
法
学
的
研
究
』（
有
信
堂
、
一
九
六
九
年
）
が
あ
る
。
ア
ジ
ア
か
ら
ア
ラ
ブ
を
経
由
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

至
る
二
三
ヵ
国
を
網
羅
す
る
最
後
者
に
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
君
主
制
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
（
同
上
書
、
一
七
〇
頁
）。

（
47
） 

さ
ら
に
視
点
を
拡
げ
れ
ば
、
ス
ペ
イ
ン
君
主
制
か
ら
独
立
を
果
た
し
た
旧
ス
ペ
イ
ン
系
植
民
地
が
│
│
ポ
ル
ト
ガ
ル
植
民
地
で
あ
っ
た
ブ
ラ
ジ
ル

と
は
異
な
り

0

0

0

│
│
す
べ
て

0

0

0

「
共
和
国
」
と
し
て
独
立
し
た
歴
史
も
考
慮
す
る
に
足
る
十
分
な
要
素
で
あ
る
。

（
48
） 

こ
の
意
味
で
、
家
永
三
郎
「
日
本
に
お
け
る
共
和
主
義
の
伝
統
」
久
野
収
・
神
島
二
郎
編
『「
天
皇
制
」
論
集
』（
三
一
書
房
、
一
九
七
四
年
）、

三
二
八
〜
三
四
二
頁
（
初
出
は
、『
思
想
』
一
九
五
八
年
八
月
号
）
が
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
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